
第5章 : 同潤会代宮山アパートにおける経年的住環境運営
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5.1本研究における同潤会代官山アパートの位置付け

5.1.1代宮山アパートの位置付け

代宮山アパートは.問潤会アパートの中での面倒的に最大規伎を誇り、他のアパートが既

作市街地内の 「街路型住宅j として設計されているのに対し.南関配置を重要視した 「田園

都市Jとして設計された (第3章)。 また.代宮山は戦前戦後を通じて、背山.江戸川とと

もに同制会アパートの代名詞的な存在でもあった。

また、2階建て住戸は代宮山にしか建設されておらず、戦後にはこの住棟を中心として大

縦模なm築が行われた反面、 3階建て住練や恕身棟はあまり僧築が行われなかった。このよ

うに代'tl"UJでは敷地内の巡った住棟における、居住者の個々の住照度に対する働きかけが異

なっており、古石場住宅や柳ぬのようなお!と均一の住空間!とは巡った住環境運営がなされて

いる。

さらに.代日山は本研究で対象としている戦前公共集合住宅のうち‘uft-戦災を免れたと

ころであり、調i'tの過程を過してたくさんの戦前、戦中、戦後すぐの町内会資料の入手が可

能となった。これにより、これまであまり知られることのなかった、同潤会アパートにおけ

る ;ii~巾生活の係子や、払い下げの係子.さらには居住者組織の詳細にわたる活動の経緯が明

らかとなった.従って本[;1で，主、特に田I会資料によって今回明らかとなった歴史的な事実を

できるかぎり詳細にわたって、住環境運営の側面から検討していくことにしたい。

また、参!K!資料の繁雄を避けるために、 f:l_末に町会資料の-~を附した。

5.1.2調査慨要

I~I司 1t項目は以下のとおりである。 1

・アパート居住者へのインタビュー調査および内部実測調査

.古くから住む居住者逮による座談会

-外部空間マップ調査および屋上マップ調査

.その他文献調査および復原図の作成

j羽mlは 199"年4月から 19 9 6年9月のアパート解体の時J9jまでである。

また、インタビュー剥査対象となった、住宅の{立世を示すと下図のようになる.

l本淵査は.安武敦子・ 2星田芳郎 ・井上順之 金品敦子(九州大学術地成1阿研究室)、金平真理子
前日m紀・肥田大砧(点京大学高僑I寵志・長滞泰研究室)、 三平久子 加藤純・中沢えり ・広瀬附
(東京理科大学伊藤裕久研究室)‘内腫周・伊匝証明子(千集大学玉井留雄研究室)、小寺奈緒子 S!
m直子{日本交子大学出情公子研究室).出路和久(臓業能力開発大学校伊藤洋子研究室)、 三村拡
奈子 ・中田1..1'干(憤浜国立大学小滝一正・大原一興研究室)、真野洋介 ・緑井淑子 (早稲田大学佐ii
滋研究室)‘志舷祐一(ベ)~ ・ コムーネ研究所)らとの共同で行われた.なお、本調査は、郎立大学
の高見沢邦郎教慢の鎚唱による「代宮山アパート研究会Jによる調査であることを記しておく.
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図 75代宮山アパート調査対象住戸
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5.2代宮山アパート前史

代官山アパートは、同開会アパートの初年度に建設されたもののひとつ(大正14年11月に

第一JQJを起工)である。 同制会は住宅地を‘下町=商業・工業地区と山の手=住宅地区に二

分し.計画・設計している。代官山アパートはその山の手=住宅地の敷地に、坪単価61.96門

という服飾で19.724.49ばというー塊の広大な敷地を手に入れ.建設されている。

代白山アパート敷地周辺の時代的状況を、地図から読み取っていくことにする。まず図

7 Gは、明治43年のものである。アパートの敷地を含む周辺一帯は.広菜樹の広がる丘陵地

fi?であったことが分かる。当時はまだ、市街化されている地区は山手線の内側がほとんど

で、山の下線の外側では下通り (山手線恵比寿駅から束凶方向に延びる道)周辺のみとなっ

ており、アパート敷地周辺はほとんど市街化が進んでいなかった。地図の等高線を見ると、

代'1':，11アパートがJJl設される敷地はこの広葉樹林の聞の最上部になっており、図面1)の八桶通

りから、附の以上部に向けて道路がつくられつつあることが分かる。この辺が後に代官山ア

パートの北田Ijの切り通しのiliを形成することになるのである。

図 76.明治 43年代官山周辺図 (1/5000)

図は大正10年のもので、この時期にはアパート敷地の周辺は宅地化が進んでいる。特に

聞の雨slI)-帯は邸宅らしきものが並び、アパートの敷地と八幡通りの間の民地もこの頃すで

に5陳ほどの、住宅が建設されている.明治 43年には建設途中だった聞を東西に償切る道

路はこの頃すでに完成し.岡を閥むような形で、現在のアパートの敷地周辺の道の骨絡がで

きあがっている。また.アパートの敷地では樹木が伐採されており、ここは後の大正12年4月

に、 1~1~{_IJ女学院の校舎がレンガ造で建設されたが、関東大泣災によって倒咳してしまった。

こうして背山火学院が再び青山に校舎を構えることになったことを慢に、同日司会によってこ

の敷地がï~収されたのである。同潤会がここを貿収したH

工此tピ"μAソげfヂ').川トコmハ.島宣教師f社上団j となつており 、これがη山女学院の母体であった，従って、現

第 5量 問調会代官山アパートにおける住環境運宮 -209-

在の居住者の話しによると.敷地の土を少し鋸ると、レンガがたくさん出てくるのだそうで

ある.

図 78.青山女学院の校舎配置図2
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昭和4年の地図を見ると代宮山アパー トが建設されている。 敷地周辺を J~作っている道路

は、すでに大正 10年の地図にあったものであったことが分かる。また、大正 10年に敷地

に向かつて南東からの道が後続しているが.同潤会はこの道を延長させて.敷地内に引き込

んでいる。このように、代宮山アパートでは、既存の敷地状況や周辺の道路状況を品大現に

活かしつつ.道路計画がなされていったのである。

またこの間に、東急によって東償線が敷設されている。当相jの代í~'山アパー トの品寄り駅

は、 「代官山アパートパンフレットj には、渋谷寄りの 「並木椛駅J {Ii境災により廃止)と

なっていたが、代官山駅が開業したのは昭和 2年8丹、アパートの貸付が始まったのが同年

2. r青山女学院史』より
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の4月であった。駅の開業のほうが4ヵ月ほど送れている。従って‘当初の代官山の品寄り

駅は代官山釈ではなく並木僑駅だったのである。

一 一第 5量同潤会代官山アパ トにおける住環潰運営 -211-

5.3計画の概要

-所在 東京都渋谷区代官 LLi10番(東京府豊多摩郡渋谷町代'F¥'Ur837番)

・着工年 大正14年11月20日(第1)l)j)

大正15年4月7日(第2)l)])

l凶和2年2月12日(第3J羽)

昭和4年9月14日(第4Jgj)

竣工年 附布12年1J114日(第1JQj)

昭手02年2J125円<Z!lZJQj)

i明和2イ1二11Jl27日(第3則)

l府和6'手4rJ19日(耳14Igj)

・規伎 19.724.49ni 

・ 8在設概~ RC造、2附i.lHよrJl23棟、3昨1ill住W13陳

. Lt戸数 i止-m向230戸.独身.(j向94戸、j苫舗向9戸、その他41i 

※ T)gJについて、買i3 JQJ とZ!l~ JQJの場所は特定できるが. z!l 1 JQJと2JQJの|失分けは定かで

;まない。おそらく第 1JQJは， 2階illi主悼と 3階建家悠向住Wを<)1心l二、Z!l:3J9JiまJ!u身棟を中

心としたものであると!J.tわれる。

5.3.1敷地・街路計画

つ
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前節で見たように、代官山アパートは既存の周辺道路をその凌界とし、境界となる道路lこ

聞する道路を引き込む形で道路計画を行っていた。代宮山アパートには3つの主要道があり、

北から 「いてふ通り j 、 「あおぎり通り」、 fすずかけ通り」と.道路に樋えられた街路樹

の樹極によって名前が付けられている。いてふ通りは、北西の既存の市街地を償断する公道

に波紋して食堂前広場へ至り.あおぎり巡りは八幡通りに面する北側に筏統点を設けて食堂

前広場へ至っている。すずかけ通りはあおぎり通りの南から八備通りに接続し、等高線にそ

って~Ijへ‘食堂前広場の階段下から北へ迂回し、下って北側の公道へ接続している。代官山

アパートに戦前入居したある婦人は、 fまるでフランスの映画に出てくるような必木造だっ

た>Jと仮り返る。

また、 IJIJJ，J.で仕iてきた、同潤会設計部にいた服部八十利へのインタヒ'ュ-31こは、

政地の状態.南 Fがりに代官山の駅の方が低くなっているから‘ああいうmに

なったともいえるな。 rlt.体四戸Jっていうんだよ。あのプランはね， 1階の人は

必側からI:H人りして、 2階の人は階段から入る。

('1'附)

(吋11，'1の敷地は)木だけ。何もなかった。だから、アパートをJ.tてる11干に;立、

-t;を十戸思して、道路沿阿をやってから後で木を航えたやつもあるし、そのまま践し

たものもある。

すなわち代y~'山の配 i~l rÌ r {I可はまず紙作の道路を it!l大阪に利JH した辺部In~同の後lこ .何々の

仰木を新しく納えたり.そのまま残したりしたのである。

辺路J十"hiからJLると.代U'山アパートの中心は食堂前広場といえ.それはfi:!iIi配おかもも

，読み取れる.食堂，)，j広場(三角広場と呼ばれていた)を中心として、 ft官山アパートの中で

匁徴的なデザインの(È僚が配されている。 食堂・ Ji!i舗 ' ~'・).Ig人前 . !t';業主のある29~}~n (昆l

il 1)と、浴品，!.l!1!髭院をもっ23号館(図 82)である。これらはアパート全体の共閉路設

であり、機能的にもアパートの中心として、設計されていることが分かる。これらの他に、

u，，;t，)IjJム比iから、すずかけ通りを直交し、敷地凶曲lの公道と接続する道がある。この辺は階

段によって.劇的に食堂前へとつながっている。

3. 1978.三宅熔千、野口和子、高畑節子‘ rm合住宅における住みつき 市山・代行山アパートにおけ
るItい方調食ーJ. 1'1'67.74‘日本女子大学卒業論文

第5竃 同:1JO古代官山7パートにおけ奇怪環境運富

図 81.建設当初の 29号館4

図 82.建設当初の 23号館底舗5

5.3.2住棟配置計画

ft:宮山アパートの{よ械は、大きく 2階建住棟、 3階建住!iIi(以ヒー般家政|世仰向け)、l!1!身

者用住棟の3タイプに分けられる.食堂前広場は、 3つの住棟タイプの彼点になっている。こ

こを中心に、 2階建住械は南但')の南斜面に、3階建住僚は北西の平息地に、そして恕身者間住

僚は北京の東斜面に、展開している。

2階建住棟や独身者用住棟は、等高線に沿ってレイアウトされている。2降rill住縦エリア

は、緩やかな南斜面に緩い密度で道に沿って配置され.強い高{且Aのある狙l身必月1住棟は、

住棟問にブリッジを集けrt心部へのアクセスしやすいよう配慮されている，つまり.このブ

リッジを通れば. 29号館の食堂や娯楽室に雨に紛れずに行けるようになっていたのだ。

4. 1927. rJ，l!築写A宜l衆 新興アパートメント』、洪洋社
5. 1927、 『建築写真宮1栄新興アパートメントJ'洪洋社
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図83.建設当初の代官山の独身様6

また主E身有用{主練は男性向けであり、家族と言えども女人は立ち入ることができなかっ

た，3階jJH主械は、東側の既存の市街地(敷地高さが等しい)に対して.板状に配され、住棟

の人11ほ日!t(f.，1i街地に向けられている。下町の伺潤会アパートが、街路沿いの住棟のl階部分

にlJ，舗を設けて、積極的に街路に参加しているのに対し、代宮山アパートは全階住戸として

投I汁されており、街路には聞いているものの、求心的な椛成を持っていることが分かる，さ

らに代山ILiアパートは.広大なー沈の土地に2階建住僚を多く配し、低い(i戸密度0J1厳本

24 . 8~o 、<'f l占，千%09%) でlJ.t.没していることから、都市住宅と郊外住宅地(旺l係|都市)との中

1i:J的な1'1栴の住宅地として位置づけられ.設計されたといえよう。

5.3.3住戸平面計画

li:Jl!，<りは‘ 一般101けと独身者向けとに大きく二分され、 一般向には 2再mfよ陳と 3階建

(I:!:I!の 2向車lがあった。このほかにも 銭湯や脂綿(i.!i3 Jg!)など、特殊箱設や広告目併用住

いを合めると.タイプは全部で25障にも及ぶ。

まず、 3階建のタイプからみてみることにする。3階建のもの;ま占IIIと!日lじタイプのもの

であるー代行山にはこのうちのAタイプと.cタイプが配約され、円山には、A. 目、 Cの3タ

イプが配ílìされている。 f~宮山を紹介した維誌記事などによると、 Aタイ プはい号として、 C

タイプはろりとなっている。これは、 2階建の住僚を含めて、代宮山アパート内でい号から

ち勾までを便宜的に記号付けした結果であろう。い号は、 23月rt¥にしか適応されておら

ず.ろ弓は他の3階建全て.つまり、 21. 22、24.25.26、27， 28号館の計

7 棟に~mされている. い号は， 3室型となっており、真ん中の木造の性を中心として見る

と、見事な『回の字聖!プラン」となっている.玄関の阪の!日1から、他の4室(台所を含む)

にそれぞれアクセスできるようになっており、また.それぞれの部屋も襖で仕切られている

のが大きな特徴である。これにMし、ろ号は 1問少ないプランであるが、真ん中の住を基準

にして見ると‘同じく、他の 3室に個別にアクセスできるようになっている。

6. 1927， rJû新l.ß築設計量生 ~}J .建築資料研究会

筒 S草 間潤会代官山アパートにおける住環境置宮
一ーー一一_-ーーー'ー

-]15-

図 84.3階建住棟平面図 (1/200)

い号 ろ号

図 85.ろ号の詳細図

次に. 2階建のタイプからみてみる。このタイプは代官山にしか作られなかったタイプ

で、3!i1'iillのい号、ろ号に続き.は、に、ほ、へ、と‘ちの (jfili宮Iのタイプがある。これら

の全ては、 l階が住練の妥側から、 2階が住煉の真ん中の附段五からアプローチするような

If5になっている。は号とに号は.それぞれ、 8畳+3{:;:. 61~c+ 4 1'c¥ドの<!1i:1椛成となって

いるが、他のタイプはこれらに4公平の部屋が iつ付随した形式になっている。この付随し

た4畳半の屋上は2階ffs分のテラスとなっている。(図 88) またこのほかに.第4期の住

宅としてlJ.t設された 35、36号館も 2階建であるが、これらとは巡ったタイプになってい

る。
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図 86.代宮山 2階建住練平面図 (1/200)

は号 に号

ほ号 へち号

と弓

35 ・ 6 号 ~fi

図 87.に号 2階部分の詳細図

第 5輩 同潤会代宮山アパー トにおける住環境運宮 -217-

図 88.2階建住棟の写真(ベランダ)7 

次にJ虫身転~をみてみる。 J虫身隙のうち 、 30 号館から 32 月町1ま では)，1;本的に 6 也-r~fJで

作り付けのベッドを持つ平日空タイプとなっていて、共同の使所があるa 廊下は片廊 Fif~式と

なっているが廊下の外部に面する部分にも窓があり、廊下の~I:nは室内乍 IIfJとなっている。

為市と廊下の問には通気口があるが、ジャロジーとガラス戸と網戸の制lみ合わせによってプ

ライパシーを保つように設計されていた。廊下はリノリウム似となっており、各共同の入口

で. ;:起を脱ぐ形式となっていた， 29号館は、 l 階部分に~:f.l1!人の{I:I~U配 下務室J(i集会

I冗応出HOHfI住宅2戸、食堂 l戸があり 、2階の南半分は奴楽市となっていたゆ娯楽室は、

uん中にRCの柱が4木立っているだけの大空間に.コルクを敷きIr，めてその七に諸縁を敷い

て、その I二lこ卓球台やビリヤード台.図IJ・将t1t仮が白かれていた。 2附の」仁下分と 3際;ま

'1'廊下敷きの G'rl一|世1の和宅となっており 、基本的には 30号町iから:32 :-;-四iまでのタイプ

と同じ仕様であった。?:1i4JUIに建設された 33号館だけは、各写fがf下計となっており、移動

式のベ yドと机、 111吉Iが悩え付けてあった。

図 89.29号館 1階平面 (1/250)

7. 1927. r段新建築設計滋古J.建築資料研究会

第 5軍 同潤会代官山アパー トにおける住環境運吉 -218-
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図 90.3口、 31号館 1踏平面 (1/250)

図 91.32号館 1階平面 (1/300)

図 92.33号館 1階平面 (1/250)

図 93.独身関和室 6畳タイプ詳細平面

〆
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第 5童 向潤舎代官山アパートにおける住環境運営 -219-

S.4代官山アパートの変遷

5.4.1戦前期(昭和 2年~昭和 18年頃)

図 94.建設当初の敷地内外の様子

。 制 i地 Fに恥てあった

。 附酬をしていたe 刷 1吐が多角、った}

{他に ~"， j 1舗所あったらしい}

/ 

(代宮山川辺はl(<ofでもあって素敵でしたよ。素敵なプJが.)とを他いていた

り、散歩してたり 。ミルクホール.本屋さん、下駄尽さん、瀬戸物隠さん、議永

(ベーカリー)さんもあったし、何でもあったんですよ。

¥ 

そんな印合じゃなかったですよ。素敵なところだった。必比J.!に市場もあった

し。アパートも判附はillてljl)ししてなかったからi:Ju.llで、フランスの何とかみたい

だって。

第 5宜 同溜会代官山アパ トにおける住環境直宮 -220-

4 . 



「

))IJにお屋敷町というわけではなかったけれど、情緒があってね。スズカケの木

があって、昔見た映画の f巴里の屋般の下Jとか「セーヌは流れるJとか、そうい

う感じがしましたよ、あたしはじめて来た時。

代官山アパートに戦前から住んでいる居住者たちは、戦前の代官山をこう話る.

代省山アパートがはじめて貸し出されたのは、昭和2年4月5日であったー入居は抽選で申

込(吉本は9.31行だった。居住者は公官庁蛾員.大学教員、出版関係者が多く、都市のインテリ

肘が住んでいた。向治組織として入居の年から住民相互の観睦を目的とした「税隣会Jが貸

Hlしの年の昭和 2年8月に充足し、活動していた。夫婦共働きが多かったせいか.食堂の2階

にあったも1楽'告は、その後思l隣会財人部有志の働きかけによって観隣会経営の幼稚閣として

も使われるようになった，

[，;Jじ29号館のl階には.管理人事務所があり、住み込みで住宅の包ー埋に当っていた。管理

人による'i¥'V[!は厳レく 、街路に面した窓辺に洗泌物を干すことは附く祭じていた。また.樹

木のWV~にも厳しく.戦前から 11む居住者は子供の頃木に登ってi並んでいたりすると、大変

11ヒられたそうである。

F供のころは、建物の庇の上を渡ったりして遊んでいたんだけど.1'f l!i!人のお

じさんによLっかると~られてね。おつかなかったね。樹木なんかにいたずらすると

こっひどく日ヒられたね。

玄関があるほうには.洗泌を干してはいけなかったんですよ。

竹内人の Il:')[1こは.この他に'ポiEの徴収とか、居住者のfH'iの砂自IJ J!~i;'iなどがあった。

~ 4月館にいたんだけれど‘子供ができて狭くなったから、[，;J潤会の ')i務所に

<1'し込みましょって巾し込んだのよ。そうすると何軒か"，し込みがあるでしょ。そ

こでくじを引いて私が当たって、とっても喜んだんですねω アパートの中に住んで

いるとわりと融通がきいたみたいですよ。

IIlI和 l五年ごろには.見lり合いどうしで交代レたことがあります。話し合いで

:l附illてと 2断illてを交換したこともあるみたいですよ。

[，'if主将にとって官辺人さんは、官;'!，q!に厳しい反問、融通の利く人でもあったのだ。代日山

にJllJわっていた臓口は管理人さんばかりではない。ダス トシュートにたまったごみを回収す

る人や女人然制の狙身館で働くおばさんもいた。

ごみ尿さんが‘ダストシュー 卜の一番下で.スコップでごみを集めて.リヤ

カーでもっていったんです。ダストシュートといってもやっぱり臭かったですね.

tTはバケツから生ごみを直後姶ててましたからね。で、ダストシュートも戦中は使

えなくなりました。

独身anには続長のような人がいたわけではなくって、共同便所ゃなんかをお柑

除しに来てくれるおばさんがいたんです。もう亡くなりましたけど‘ mt;rJの向こう

に{よんでた方で。多分、同制会がIiilっていて‘お家賃の中に(その履い貨が)入つ

ていたんでしょう。

その他に、修繕担当として震われていた人も住んでいた。代官山は、もともと水質が勾縦

だったのでn戸水をポンプで汲み揚げて各戸へ送っていて.このポンプ小屋のn・埋や簡単な

住宅の修繕のために、アパート内に住んでいたのである。 i昭和16年に管思が阿潤会から-g問

に引き継がれた後に来た技手がいた。彼は戦後の住宅営団解散後もアパートに残り.アパー

トの居住者組織から賑われ、また個人的に請け負いながら、長い間アパートの修繕を手がけ

ていた。彼のことを党えている居住者はこう語る.

もともとポンプ室の管理をなさっていたんですよ。戦争の頃は、ポンプ室の上

の土を運んできて、じゃがいもだのねぎだのの畑にしていたんです。お酒の好きな

方でね。

この建物の綿造は、全部ご存じでしたよ。ガス管やらの桃造とか・

トイレが詰まったときとか、いろいろな修理をしてもらいました。

ドプ婦除から何から全部やっていたんですよね。

あの方がいて、便利だったわね。

戦前戦後を通して、住民との信頼関係のなかで管理の仕事を続けていた係子が伺える.

昭和 17年から住んでいる居住者によると、当時、アパートへの入居は篠査が厳しく、保

証人が必'll!で.給料の制限もあり、高給取りの人でないと入れなかったというー'j境liiiは営団

によって管理が行われ、半年11i'に位表をはりかえていたらしい。

lI!5軍 同潤古代官山アパートにおける住環境運営 222一



図 95.戦前期の敷地内外の鎌子 5.4.2戦中期(昭和 18年頃~昭和 20年)
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図 96.戦中期の敷地内外の篠子
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o NBI:，'醐割 前に問日てた

。 附で刊で叫くて 剥と呼んだ.

。 叫叫刷来ており拙U2ft目槻ている.

。 村時〈 同 削 と 峰 山、たこともあった.

u珠湾攻撃の年、 l別手n16年に問問会は、戦時下の労働者[(11住宅供給を似つ住宅蛍団に引き

織がれた。同時にアパートの所有と管埋も営団に引き継がれた。代行山にも戦時態勢の生活

が強いられるようになった。

昭和 18 年の 「鋭隣会名簿」についている「鋭隣会会則J は、 1~{~12 年 8 月に制定され‘

昭和 I0年 9月、昭和 I3年3月、II{j利 I4年9月.昭和 I6 '1' 9 JJ の J~ 4回改訂され、そ

の目的を、 I会員相互の観陸を図り共同の社会福利の突を挙ぐるj こととしている。その事

業は r幼稚園J r倶楽部1 rその他必援な事業j としており. I，;I~司会時代に発足した rY，JJ 

l!t岡j の事業が観隣会事業として行われていることが分かる。

また、この当時の観隣会は、アパート全体を4つの rf，f.Jと I;;の 「制lJに分けていた。

この耗!というのが戦時中の 「隣組」のことである。群長の役割は、 I各所属組を統的j する

ことで.ffi長の役割は、 「会員の一般的指導Jであった。つまり. '，iC'J~凶家の末端を担う組

や併という近税組織による、統結 .1旨J将が、戦時中の貌隣会の一つの大きな役割lであったの

だ。

第5軍 同調会代官山アパートにおける住環境運宮 -221- 第5量 同潤会代官山アパートにおける住環境運宮 -224-
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昭如18年には、八幡通り沿いの21号館前の空地に、物資の配給所が開かれた。貌隣会も町

内会と位置付けられ、その中に隣組の体制がしかれ、いくつかの住棟をまとめて戦争支径態

勢を盤備するように強いられた。以下は、 22号館(計18t立帯)に残っていた、 「昭和十九年

度隣組m~記録」 の一部;である a 昭和 19年から 20年にかけてのアパ ト内での戦時生活を縮

問見ることができる。

る l

る。

4月29臼午前9時より防空壕の整備、一日勤労の汗を流す。屋上に於て常会開催す。

7 Jl1211 鉄兜鳶口注文.家庭用石鹸配給。

7) 119日安全灯入荷10箇、7月分統制菜子臨時配給。3才以上7才未満未就学児童10本づっ

7月22日 ~)i .ïl>而(第三次)申込

7) 123日政時勤労奉仕

811411 ，;iji丸切手婦人会より割当あり

10rJ21n隣組常会、中央の階段人口市lに於て、 午前7時よ り約20)1

協議 J~項 l凶f?i貯金の古'1当に関する件、 2国民登録にl対する件

IIII i 11 台湾沖大戦史J述調j貯金、各戸2円ずつ位椛で34円也。図的貯金として町会へ届け

II川811 J1e品["1収に付各戸より 10銭ずつ. 1 円70銭町会へ納む、ポロ!白[u[収町会へj品け

111121 n灯火管制の指導に関する円 。

12} 1711 町会事務所防空法相築出頭、防空態勢強化に|刻する通知10

3}I91J Y 氏tlJiiE

31120.4)-14日 Y氏家族疎開3人.K氏家族疎開3人、 M氏米政疎開2入、H氏家族疎開.s氏
全疎開.M氏全政問、H氏婦人疎開、 5家政疎開 2人 計8位-m

I} 1811 悠物疎開勤労奉仕

4) 11111 F駄の配給 4J.f: 

このように. [妨'や桜品目りや建物疎開などの労働奉仕、 el::l日11品の供HJ‘問的貯金という

金銭の強i巾l徴収などによって、アパー ト居住者はむしり取られ.建物も金物供出によって階

段の滑り止め、位:1*1到りのjfjなどがむしり取られていった。また、終戦に近づき、居住者の

多くが次々 にi1lilmしていつった係子がよく分かる.

このころ.維誌「改造j 社員が特高笠察に検挙された. いわゆる 「倣浜事件j がアパート

内で起こった.このとき検挙された居住者の妥の手記には、 「このアパートではl戸も消失し

なかった。 (時)どこの家の戸口にもバケツ一杯の水.砂袋三問、火叩き俸が備えられ.隣

組ごとに防火片l水憎がJlj意されていた。鉄筋のこの団地ではこれが役に立った。 j と.空践

的の保子が捕かれている。実際この空襲では、代宮山アパートの銭湯の脱衣場の上、 29号館

の食堂の上などに!Î~災怖が数発が落ちている。これらの火はみんなで消し止め.焼失は免れ

た。空襲中は、防空壊もアパート内に数カ所に造られていた。しかし耐火椛造ということで

町住者は、 2JSl7lJH士棟ではl階の押入に、3階建住棟では階段宝のドに避難していたという。

実際に代官山アパートには焼夷引iが.銭湯の脱衣所にl発、他に道などに数発が孫ちてい

る。これらの火はみんなで消し止め、焼失は免れた。

昭和 17年から住んでいる女性の居住者は、焼夷弾がmとされた時には隣組の 「組長Jと

して.水の入ったバケツを待って火を消しにいったそうである。彼女は戦後も自治粗織であ

る綬隣会の婦人部の一員として、アパートに深く燐わっていた。

建築計画学者の西山知三が18号館に住んでいたのもこの頃である。 (I 8号館)西山は

係々な側面からこの時期のアパートの保子を描いている。まず.当時の一般的な生活の俊子

については、

鉄筋コ ンクリー トなのに.ネズミがよくでた。どうやら転ばし恨太の上に張っ

たコルク床と、コンクリート床との聞のせまい空間が、彼らの通路になっているら

しかった.ゴキブリもどことはいえぬスキマから出てきたり した。 8

居住者の構成はやはり全体として子供が多く、Fi1iMStfi装をした道路とコンク

リートの壁にはねかえって、そのあそび声は休みのUなど相当ににぎやかな感じで

あった。

食生活の合耳目化のため.希望者が組んでしばらく栄益食の配給をうけていた

ことがある。これは交代で少しとおい恵比須当たりまでお栄一を とりにいっていた。

家がせまいので、空利、古道具、ムシロ .i，んそしてどうしても家の中には

入りきらない家財道只はひじかけ窓やバルコンにはみIUしてくる。洗泌ものもバル

コンのほかに南而の窓にサオをつって干す。:窓の!日にものをつりさげるとへヤに入

る日光など)f[1!ほになってまずいと忠われるのだが. fIみ手の点はその手軽さのJiを

はるかにill :liがる 。 こうしたことで、 この住宅地;ま A凡不良住宅地(I'";;~観を呈する

が.せまい家にすんでいる必然の結果ともいえよう。 (，[，附)

団地の中心にある三階建の建物は.上階が独身合になり‘ ドはJ，lf舗と食堂に

なっていたが、!苫舗はあまり有効につかわれていなかったようで‘ I，'ifl:将は市'1'の

商J苫を利用していた。食堂は独身者がつかっていた。

浴場は団地の，t，火、 三階建アパートのウラあたり に鉄筋コンクリー トででき

ており 、午後問時ごろから聞いていた。

昨日のt;J}jf!と共に石炭の配給削減で、公衆浴場もIJfjJ;tfiIN川が切り つめられた

だけでなく.休日が多くなった。湯に出る前に物干しにあがって姥のでている煙突

をさがす、風呂やの前は行列、入浴時間が二十分と限られ.一人1I¥ると一人入れて

もらえる、入浴の 「配給」だ ・・-といった話がきかれるようになったが、私の在

京中はまだそこまではいかなかった 9

代宮山は三百近くの団地だが、iJlJに団地族といったな滋はなかったように思

う。隣組ができはじめ.当者存のようなものがあったようだが、大した活動はしてい

なかった。

隣近所といえば、入口が向かいあっている向じ械の二階の隣人、それから入口

はくいちがっているが下の人、いずれも小さい子があったりなかったりの若い夫婦

8. IY78.西山卯三. r住み方の記』、筑摩書房、 P152 
9. 1978、西山卯三、 t{Eみ方の紀』、 筑伊丹房、P157.158 

-226-
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だったので妥はよくつきあっているようだったが‘その他はあまり観密でなかった

ようだ。10

としており.西山自身があまり近隣活動を行っていなかったことを逆に露呈している。ま

営団解散後.アパートの所有権はGHQ下の「閉鎖機関警理委員会Jに移ったが、昭和22年

9月以降、管理下の賃貸住宅の補修費問に営団の清算費用が使われることが祭止されたため、

アパートの管理・摘修は宙吊りの状態となってしまった。そこで代富山アパートメン卜居住

喜一組合では、居住者から組合'!'Cを徴収し、ポンプ室 上下水道・街灯などの共用施設の維待

管理や保育関の運営などを自主的に行わなければならなかった。昭和 23年に谷重雄らによ

た‘i.l!物の構造については、

空襲の危険が現実化しつつあったとき‘十キログラム前後の焼夷弾ではピクと

もしないといわれたこの家は、全くたのもしく心強かった。11

として. I;::*~を泣いていたが、同制会の住宅プランに対する西山らしい厳しいコメントも

ある。

l有 l而の炊 'J~場は冬はあたたかく、そのバルコンもまた円当りがよく、ここで妥

:ま私が街道材料を利用して工作したあやしげな台の上にタライをおいて洗濯をして

いたが、非常に具合がよいといっていた。というのは、私の住宅から一つ南側の列

;立入円が雨入りで炊事は北側lになっていた。そのため冬はさむいし、洗UiI作業もか

って行われた代宮山アパートの調査によると、

なりみじめなものであったからだ。(中目的

赤錆による水質の不良を訴えるものが非常に多い. (8 i九)

子供の遊び場。このアパートでは特別の遊悶施設はない.従って千供の日常

の遊び場J立作所に分散しており(略)

アパート生活がよいか独立住居がよいかとの問に対し、その同名;を居住断層

別と家肢の子供数別に整理すると(略)上階になるにlitい、またr-Otの数の即1える

に従い1$¥L住民希塑がmえる傾向が見られる。1.1

としており.団地内の衛生状況が次第に悪化しつつあったことが分かる。

こうした<1'、代官山アパートレHi'1雪組合の、昭和 24年度 'Hj肝u~りには、 「 アパート ::c~1

処i'U問題1 r移動訓格J 修耳目実施J r保育闘及び文化事業lその他lこ附する活動広告が‘絞

っている。これらをまとめると、以ドのようになっていた@また、 }.'il!;.l可制l0の 「屯'lli懲

実lとしてあげられている 「移動訓格Iは、実にユニークな住民境ill併の下il;だといえる。

つまり、 '全き家が日;たりすると、 'ìi~lìíj に管型人を通して行われていたような I ì:}.';移動謝焦が

制lfTによって(JJ'的にill討されるようになった。

l アパートッ'，: ~I処~U に関する件

Z 移動調f在に関するn
附F日2:1年度に引き続き従来の}j針通り移動調?需を実路した内-1<1'1については‘Il{HfI

2.1 iド3月 1'1口鉄筋各団地代おと rj!!Jj明機関繋埋委民会Ji可1~I 委 ilの会談の際.問委μか

ら、 「紗動調jjf.は代富山で行われている方針でいく Jとのn-明があった凶

移動調f防災紛は以下のi泊り。

憎むき、 ~tむきの両方の型がつくられていたことは、 一つには道路との配位

のml係もあるが、同潤会の時代には、どちらを探rnすべきか、こうした間取りの研

究がまだ充分に行われていなかったことによるものであろう。11

として、同澗会の街路中心の設計.つまり.住戸の日当りをあまり罰法制していない設計

を批判している。 また、当時の独身等の使われ方に 1.\\1 しては以 Fのような Ij.l_~述がある .

1';問が円分の傘下でっかうi.l!築技術者を益成するためにつくった学校一これは

小林政一教授の主宰する 「夙!iffi工学院jにその技術教育を委託し、私たちもその講

師として~JJriされ、生徒の中の数人は戦後現任でも何かと f1!りをくれる人がいるー

の長成工が代官山の独身アパートを寄宿舎として住むことになり、その 「学監Jだ

と胸をはっていた京大法学部から満州の大同学院に学んだ経歴のある大島順二郎氏

も‘ Il周J'i'，恨の所属であった。 13

， 

f 

5.4.3代宮山アパー卜居住者組合

旧同潤会アパートは、敗戦から一年ほどは住宅営団の管理下にあったが、昭和21年12月

に営団がGHQから閉鎖機関に指定されて解放した.これに対し.1昭和22年l月に同閥会江戸川

アパートを中心に、 f住宅営団借家人組合」 が結成された。それに呼応して、代宮山でも

「組合員の居住維を篠保し居住上の問題の解決に当たると共にその利益を擁護し生活の安定

を凶るJことを目的とした「代官山アパートメン卜府住者組合Jが組織された。 昭和 22年

のことであると推測される。

A 家IDiftiiより家肱血;へ 6戸

B:主主身E自より家戯曲1へ 2戸

C:強身館より恕身館へ 7戸

D 家族館より狙身館へ 2戸

E:家族館分割j独身館へ 1戸

F:組身館分街1)1$身館へ l戸

G:外部より入居 2戸

H:組合にて確保(クラブ、保母室) 2戸

I退去 五戸

移動合計 29戸

他に名義設定申請中 59戸

未解決にて繰り舷しのもの
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家族館 3戸

独身館 4戸

また、昭和 25年度には、以下のような8件の移動調整が行われた。 IS

1) 30号ng凶〈氏大阪に転勤、空室となったので 34号館。氏の同居人目氏入居

2) 30号館HU氏背山都営アパートへ転居され‘室のI周波しを受けた

:l) 29月trfis氏家族多いため同館物lu31J:に一部分割l入居

~) :J 1号館KT氏外部へ転出され.12号館E氏入居

ろ) :J 2号館岡とE氏の後閉鎖機関へ返却、縁故者入居

(j) 33，;-rulKB氏転出され i号館T氏同居より分割l入居

I) 3 0 ~}館D氏官舎へ転居され室を明波された(その後都より封鎖)

8) 22~;-finy氏転出され室のIVj渡しを受けた(その後間lよ り封鎖)

その他. クラブの後に 1，;1居として人っている者の処思が 3 件懸案 'J~ Jti としてあった。

:l 修~1! :J:ó施に l則する門 (1昭和 24 年度)

1 )ポンプ'査浄化憎の砂利.砂取り笛え.納修.

L) (i段および階段修迎

。!) ド水道. 仁木辺の修耳目。

1) '，jl士「地 Fケープ)~の修男 、 トランス修理。

九)民会所(クラブ)のjilft.ゴミ箱修理L役3箱作成。

fi)その他各制lおよひ地域の修均!斡反政びに終'!'iの補助。

i)保育f:ll施設の補充および修問。

その他1包 7J宵[J 当料の1?1111~ í~~ . 1ft) ~.J;水道に関する 'J~務折衝等があった“

また、附和 2.'i年度には以下のようなことが笑砲された

1) JJ:*秘過機 2)1の l点目H~に大きなひびが入ったので大修耳目した。

2 )郡水道の鉄11が胞食して水が出なくなったので大修EI!し i本は場所を移し、 l本はJ¥'l

ぷした

3)ポンプ，¥，ジャッキパルプおよびフランジスリース弁が改附したので新調修卑した

4 )ポンプ室危動機のベアリング般債を修理した

;; )街灯を修里Rし-tisJ:包設した

6) J.均配へ交渉して仮訴!を除去し、地下ケーブルに変更工事を完了した

ï)ポンプ動力料の引き下げを通産局.関ð~へ交渉.電力料の割当を健保した

8)クラブ (29号館2階、 5室にして使用中)復旧について郎へ袋望.'1を提出した

4 :保育関および文化事業に関する件(1昭和 2"年度)

( 1) 組合経営の保育関胞設を ~rt備鉱充するとともに.運営の聞で担当者をJi:W し、 3 月

24円第 l回卒業生 2;:;名を送り出した。

15.IUi山アパート町会資料 26より
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(2 )七夕祭および秋祭を盛大に行った。

また.昭和 25年度には以下のようなことが行われた。

1)遊園地のプランコを修理した

2 )砂場をー箇所修理一箇所t曽設した

3)街路樹Iを手入れし笛虫対策を施した

4 )七夕祭、秋祭を峨大に挙行した

5 )保育園の施設を鉱張充実させ第二回卒業生 31名を出した.

6 )赤十字必金から保育協iへ補助金獲得に成功した

7)保育関拡充についてmへ要望3を提出した

5 その他 (1昭和 24年度)

渋谷区役所以町出張所後密会をiI.!iじて出張所新築に}j'WJ.また伝染病 HJI、消防、共I.'J

持金等のLfJ張所関係事務が少なくなかったa また、 「食料営問配給明 l の砂~~;に 、問:区民税

の引きドげにIJ，I<，みした。

また、 I~~ 拘125 fl"lJl'には以下のようなことが行われた。

1 )コンクリートこ'み桁を修EI!し五例を新設した

2)区役所に交i!t・して F;j(構の大紛除をした

:3)色ftt1の Fノド汲み取りを補助した

〆1)If，(田f出仮所主催のlズL(スポーツ大会に参加し赤い羽)Uo'IWr.に協力し‘防火協会等を

mWJした

ろ)地方税の減免について区役所へ斡綻成功を納めた

り)同政訓'{f'lf胞に協力した

次に、問fl12ii 年度の制l~tの具体的 1;業として以ドのJJU Jが仰げられたり[r，

l、アパートゾ'UiJ処耳目.従来の、居住者の団体による口取り )j針を目的，1;"

L. t~胞設の修Jlp' :修~.Jlを促進して組合員の住みよいアパー ト とする ことに努める。 本年

IJU立、Hにtノ'kiliの修羽lに中一点をii/_(く。

:l. 移動謝~望 新たにikAとされた、人会者の取彼方針および脱会将によJする餓)J[J/Ji.tを円

滑に実飽.

4、アパート共同生活を快適にするため組合員相互の利害訓告さに必裂なn'ii白を講じる。

(1曽築、菜関、~~. 高音防止.その他に関する自粛)

;:; .文化活動組合内の婦人・青年 少年間の文化活動をWWJする.

o.保育関の経営 組合経営の保育尉をー屑充実させるよう努める。

7、保健衛生(ごみの収集)前年度の方針を踏襲する。

昭和 26年は、 土地・建物の払い下げに決おがついた年であった。

「移動調整は;r.1~解を約く恐れがあるため今後瞥く中止する J I第修J!j!は当分見合わせるj

f文化部の活動は場合により不活発となるかも知れぬj

16代官山アパート町会資料 13より
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昭和24年度の居住者組合の重要案件l立、 『アパート売却問題J [移動調整J [諸胞設の修 2 )不用品交強会の開催

思等Jであった。 また、昭手口25年の事業計画としては以下のような計画があった。 23(実際に実施された

-昭和 24年度の居住者組合の決算報告書をみると、居住者組合の支出には以下のような

項目がある。17

. "ji;走資(屯気料金、水道料金、修埋日(石段修理、ポンプ室総過機修理)) 

.保健衛生'f'{

・文化'1'(

-保育同党など

また、ポンプ'タ・水道の管理は‘組合で専任の居住者を雇っていた。

これを見ると、綬隣会の時代に f幼稚闘j として活動していたものが.居11'者組合の時代

かどうかは不明。)

にeま l保育l刻lと称して活動を続けていたということが分かる。

1 )理髪室の設5立 29号館入口物置(当初の下足室)を改造して理安室に職人 l名を置

き.低料金で組合員の利用に充てる

2 )文化経設の設ii1:上記の寝袋手数料その他を使い、児f在中心の文肢を設け低料金で組

合員の利用に充てる

しかし、昭和 26Jlo、アパートその者の売却問題と、生協そのものの累陥債務のため、

生協は解散の岐路に立たされることになった。 24既に、生協の解散のおは進んでおり、解散

後の!苫舗の営業維は、条件付きである居住者に譲ることになっていた。この付業権譲渡金を

もって、生協の負債を返済した上で、組合員の出資金を払い以レ.解散する下;まずであった

が、東京都の意向{立、 「組合の営業維の継続は認めるが、組合と人栴を'14にする第三者が営

業することは沼めない。したがって、部屋の買い受け対象将として第二行を必める訳に;j:い

こうした 113控に対する収入は、基本的には組合貨で鮪われ、強過機{修j!~1をなどは:J;( J'(徴収

されていた。また、 [1誌の会J 18からの寄付や、五百舗 !J~ffi金 1 9、公告収入20などの収入もあっ

T二、 かな(¥1ということであった。つまり、生協側にしてみれば、

また、 fアパート JtI日I'U百を快適にするため組合口相互の利'lt，湖れに必必な H~it( を JI~ じ

るlとして、 lfl築・菜l利 益is・駁1T防止・その他に!品|する II'J，!がOTびかけられた。これを

}[るはlり、、河川、l¥'1祭 主~I"I ・ 4走路 騒JTというのがアパート内でのifi'l2なれl隣問題であっ

たことが分かるω

. /'iIiからi"iい受け持がlitめられないからS氏はもちろん何人にもれ;!:棋をl演技できない

・判l0-の1-1するrmlfJ縦平11(無形資産)は無償で邸へ謙演することになる

・キ~~i J，~組合に残る財産は!商品と古道具価協の什ï;;>のみで、これでは 111 入金の返済がやっと

で11l!i金の払い民しは全く見込みがない

という状況になってしまった.組合の中でも解散H成省と反対.(fがおり、脱会希望占;立問

可放にのぼったs そこで、 S氏により.脱会者望1'1のために、 f.'il"J以ドのような折表案がもた

らされることになた。[組合fU[を J正当に組合に対し借入金 m'~枠の融資を 1 iう。また組合

継続に不H成で目見辺を精製される方に対しては、個人的に肝代わりを1iい出資金には迷惑を

かけなl、。lという災のもと、組合はとりあえずff.統することとなった。

5.4.4代官山生活協同組合の活動

')j， アパートf.!lll:1'1組合とは別に、アパート内では代官山生活共同組合が組織され.し

ょうゆやilll'，!iを!!昨入し. 23号館l階の五tT舗で居住者に販売していた。スタ yフは、ボランティ

アで版ゾしにあたっていた。ー力.独身者用住倣などのの.{~.(; (γ生が'1'心) ;;:1: 休11の銭湯

の脱衣所を利111してダシスパーティをvuいたり、 29号館の食堂前にスクリーンを張り、思1，剖

の i映会をやったりしていた。中には止1比須からi且う人もいて 「打者文化のi起点だった。J

という d

l昭和25年段欧では.組合員数は 332名、 一口 ;;0 PIの出資金を集め、 1 6 1 :3口、

806;; 0円の出資金が集まっていた。 21

資料22によるとl昭和24年度に行った代官山生活協同組合のが業は以下のようなものであっ

た.

5.4.5建物の払い下げ

1 )石鹸・砂&~ . ，I:!~ 鈴:)1! おでん ・il!lij旨・乳製品などの小売版n:

42表取与の斡綻

こうした民住者の自主的活動が盛んになる中、閉鎖機関惣埋委11会はHEftの1i'1f.iのため、

管理下にある住宅をそのまま居住者へ売却する方針で動いていたが‘フ"Ul!f，而怖がf13く設定さ

れていたため、多数が売れ残る状況にあった。そこで.昭布124年8刀、J!:();UiHの旧営団所有

の住宅団地が東京邸へ売却された。これに対し‘|日問問会アパートでほ、 「鉄筋アパート代

点者協議会j をつくって、間iとの交捗により、値段の引き下げ.低利のn賦による分割払.

建物と土地の日い取り1l1J1:}1をずらすこと、などの譲歩が勝ち取られていった。

昭和 2;;年4月 16日には.鉄筋アパート代表者協議会が、代'ulllクラブ'そで， rl、l¥下げ

をが受けるIU問潤会アパートの代表が集まった250 ここでは、以 Fのような中し合わせ事項

が決められた。

第 5童 向溜会代官山アパートにおける住環境遇宮 -132-
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-各アパートtmの連絡を密にし.参考資料の交援を行う。

-邸に対して、今後も値段引き下げの交渉を行うとともに、各団地の買い受け態勢が出来

るまで、使用料の取り立てを待ってもらうように申し入れる.

. 4月 18日午前9時、東京都建築局前に集まって、交渉を行う。

また、代宮山アパート居住者組合では委員会を聞き、次のような対応策を決定した。

・家11を決定まで侭え置いてもらう。見通しとして売却月賦金も家賃も大差ないようであ

るし、大体x:iうことに質成が多いので、どうせ日うのだからそれまで家賃を値上げして欲し

くない。

. t.¥1の光l.l111直は相当危険負担のサパを呼んでいるようだから、お互いに売却値を般討して

!lよみ'奇り、納得できる11直段に引き下げてもらう。郡の手数料をず?いてやり.金平IJを的性にす

ればもっと't;くしt:}る見込みである。

そこで、委員会から各居住者に対し、次のようなJf請が山た、

Ii'(う I r只わなlりあるいな I個人買いJ r共同i'il川は日IJとして‘伺iから通知があ

っても例人として巾似に契約せず‘共同一致して前)912rnを達成してからにしてもらいた

い。つまり 、納得 し得る値段で折り合ってから後に契約していただきたい。

. /;1;から泊知があった刻は委1:)に知らせ、組合の交渉材料にする。

この結果を受けて.代官山アパー ト居住者組合の各組において以ドのような報告があっ

f. 26 
'‘-" 

l制1(8戸) 組合で交渉する 3戸

ただちに契約する 4戸

平〈決める l戸

2剖1( I 2戸1ft'成 11戸

欠席 l戸

内、悶人民希望 3戸

J制1(1 6戸)代lilG

4制1(1 [;戸)賛成

欠陥

全員個人民希望

5制1(1 2戸)質成

G組( 8戸)賛成

7組(1 2戸)賛成

8制1(1 8戸1ft'成

全戸

1 :)戸

l戸

10戸

全戸

全戸

1 6戸

不明 2戸

9制1(1 6 戸)冊目への交渉を第一とせよのとの御意見なので、 fh~とみなします。

1 0組(1 6戸lH成

不任

26代1'1・山アパート町会資料 25より
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11組 (18戸)質成 6戸

意見なし 1 2戸

全員個人質希望

1 2組 (12戸)賛成 全戸

13組 (11戸)賛成 全戸

1 4組 (12戸)賛成 会戸

1 "組 (12戸)報告なし

1 6組 (1 2戸)質成 全戸

1 7組 (12戸1H成 全戸

18組(1 2戸)賛成 全戸

1 9組 (24戸)質成 全戸

一戸は日取るかi!Iか態度不明

~ om (17戸)報告なし

~ 1制(I ;:;戸)貸成 全戸

大部分i'iいたくない怠向

2 ~制 1 (1 ;:;戸)ffl，x 8戸

反対 7戸

2 :l組1(1 8戸1ft'成 13戸

欠席 5戸

2，1制1(9戸)報告なし

この、組合l)1lJの意向に賛成多数との結果を受けて， "月 18HL:i之代行山居住者組合

委i1長が 「鉄筋会議Jの代去として東京都建築局長のところへ波引に行った。そこでの回答

::1， 

法人をつくって口入れ態勢を整えれば、代金の値下げを巧t.ii:する 0

・使用料の情的はー局長の繰限ではできない。

， 4月20日にほ団地ごとの総価格を出す。

， 1~史 111料は各戸に決めて通知する。 5 月のはじめになるだろう 。

この、都からの回答を得る/l1-J.代宮山アパートでは、アパート ï~取りをかi住者が一致協

力して押し進めるため、居住者組合を「社団法人Jとして、払い下げの受け血にする新しい

案が練られていた.このいきさつに関して、 「社団法人の定款起草に当り I27と題した居住

者組合常任委員長の意見がある。いわく、

近々，J，I!・hCl$が、設々居住者に示すべき、当アパートの光l.l111出1協は、市価に比

べて相当安価であると思う。その上、代金の支払い方法 (72ヵIlJJI!i¥，利子年8

分)が、われわれにとって使貨であるというこ点から凡て、千判長lま恐らく i"iい受け

られるに相i主ない。

われわれのfHl.lを r ï~ い受けるアパート』として改めて臥!~-{しますと、ま

ず、居室について言いますならば、自分の居室の天JH式以上の居室の床であり 、

27代官1I1アパート町会資料 32より
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~は支柱であるというように、共同性が滋いことに気が付きます。次に居室から陪

み出せば、廊下、階段、道路等、さては、上水道、下水道の共用施設があまりにも

多いのに驚く.しかし.この共有共用の胞設を離れて居室は成り立たない。居室と

共ill胞設が有機的に連関して始めて、われわれのアパートが実現する。この点が一

般の住宅に比して、著しく相違する所であります。

居室と共用施設、個々の居室相互、一一一これらが不可分的であるものを.

今度これを買い受けるに際し代金を支払うのは居住者各位であるというために.こ

れを分割せねばならない段階に来たのであります。

個々の居室を主物とし、共用範設を従物として、肘住者作{立が、各々その所

イl権を取1与するという形に分割する。これは実のところ、不自然で且つ、困jiなこ

とであります。不自然Eつ困難なこの仕事は、す，'1'11の心、日Ilち. 互いに信じ.互い

に規しむ、ことなしには、成し遂げられるものではありません。1i':f1lの心を以てこ

の分;号iIi'i取りの(t'1lを見ますならば.それは次の立11く雫tdf!ni'jlpなものになってしま

いますω HPち.アパートを、居室と共丹j胞設の三つに大別し 居室は各々居住者

の所1.Jに仰せしめ、曜日ド、階段、以下の共用施設は団体を設立して.それに所有さ

各位におかれては充分御検討の上設立に御賛成下さるよう切望いたします。

終りに、代富山アパート居住者組合について一言いたします.各位のために各位に

よってつくられたこの組合は、過去四年の問奮闘を続けて参りましたが.その奮闘

は今日を実現させるためでありましたa 買い受けが実現される現在自然の要請に基

づき社団法人が設屯された焼には.組合は既に使命を来たし得たものとして、解消

されることは必然です。

分譲集合住宅が占有部分と共有部分に分割され、管理組合組織によって共有部分の維持・

管理を担うという.区分所{T法が成立するはるか以前に、区分所有的な発忽と共有部分の管

理!態勢が検討されていたということは、驚くべきことである。この社団法人奈は.前ちに居

住者各組の回覧に付され、次のような意見が出てきたo 28 

1会員にならない居住者をどうするかj

fjej的:こ公益性があるかどうかJ

「例人買い.法人口いは 11l1~にしない、といっていたのに、突然、法人楽を LU したのはな

ぜか l

l始めから、 L号室も共fII胞設も{i機的で分;1;11できないのに、分別しようとする前従は無理!

せ， rill'~(; させる。一以ヒで尽きます。 でfまないか l

!日IlJiの居宅所有はfYll<:lであるが、後r.aの間体設なにI/¥J.:d1が残る。しかし共用

飽a没の所有五H営は団体による以外に方法がないようであります。 例を tげると、

主物が例人個人の所有であるから、 MfI施設もその延長として j~れすると仮定す

るo Jt平i;>'iのうちのある一人が自分の所有権を他に;在ることがあるにffli主ない.こ

の場合‘共布者三四O余名がA判で譲渡の登記をやらねばならない。変動ある度毎

にこれを繰り返す。こんなことはできることでありません.

次に、 RJTI胞設は各々の機能を持っております。機能を免f.I!させるに;;:t， J~ 

イ ï<fが共同してこれを運営して行わねばなりますまい。以上を裂するに、 j~+T には

大きな欠点があるし.運営そのものが一つの団体を惣定していると述べ、 ~ft体を設

けることは‘傾めて自然な事例であると述べたものであります。

以上の'J~柄を、買取り事務の実際に当てはめてiiliべますとー

iIミ:r，mlま住居の主物である各居室の価額と、従物であるMH胞設の、両方の

価額を別々に示してくれると思うが.売ri契約成立後、居室の代価は.各{すがお払

い込みになればよいが、共用o'&設の代価は.各位から一応団体が払い込みを受け団

体は都へ払い込むという形になる.せっかく設立した団体であるから.減価の交渉

もこれにやらせたらよい。また売買契約の代行.月賦金の支払い代行、分割登記の

代行等、何でも手問、ひまのかかる仕事はこれに命じてやらせる。また各{立の内に

は.分割全受記は、 Y'i!Hもかかるし、いっそのこと団体に如、けておくという方もあ

るかもしれない。

以上・・・団体設立の要請について述べましたが、次に如何なる団体を設立

すべきかについて、居住者組合の常任委員会、及び委μ会において験討されました

結果.干上聞法人が品も適するという結論を得ましたので.早速社団法人の定款を起

ほし、尊重三を得ましたのでここに御高覧を仰ぐ次第であります。

川町{i権は.法人にとどめ、例人には居室の占有権を認めれば、ほとんど所行と変わらな

υではないかj

11.1)宅を個人所のしたとき、校、 W，天井.その中の水道れなどの所イilti;まどうなるの

台、 且

I 第三十条首~Dq ~}はがIJJ があるか l

fit人が -t，f;先i'i契約を行う }jがすっきりしないかj

!法人が成立しないときの共同l胞13tなどの処i泣はどうするかl

また， 5 Jl 4日にIJHかれた委口会では、各組から次のような立凡も/1¥てきた。

(第 l組)法人を門るかどうか、郎の出方によって再検付したい.

(第2紺)1eHt設備を白 111にしたL、。明築もさせて!'.xしい。法人にほ反対はしない。

(::1¥.1組111) 法人の倹Hは具体的な!問題が出てからにせよ。 ffliとの公沙;ま辿相J:tkで行え。

共同胞設は、 ffliか区に包里nさせろ。

(第3組乙)価絡.家賃、修型の問題などの具体的な条併が分からないのでむ見が出せな

。
、sl
 

(第4組)一戸を除いて質成。

(::1¥6級)法人反対。個人を拘束する一切に反対。土地と共同胞a没はi'iわない。

(第 7組)今の組合でやれ。法人反対。

(第8組)辺J1J・について.只体的な利害得失をあげてもらいたい。法人については未だ討

諭せず。

(第 9組)全戸f1成

(第 10組) 2戸.法人に反対。外は質成。

28代官山アパート町会資料 :30 (昭利 26年4月末にかかれたものと推測される)より
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(第 II組)前回の議決通り.個人または 22号館だけで買う.

(第 12、 13組)賛成

(第 14総)値段も決まらないので、審議できない.

(第 16組)一戸のみff成。他は個人に所有権を与えることに反対、または疑問あり。個

人負担を月 5. 600円得度にして欲しい。

(if， 17制[)法人には:!t成。具体的内容については結論は出ない。

(if， 1 8制[)似段の交渉が先だ。都営としてやってもらえないものか。

(第 19制[) 1名態度未定、他賛成。

(if， 20制[)n取りのための法人ならよいが、維持管尽についてほ別に考えている。

(耳l21制1)例人を中心にせず、アパー ト全体の居住の安定を考えて欲しい。公一枚につ

き.米朕aHの'ドII(iでなければ図るョ.. H守だらけの売却値段はポ担lできない，

(if， 22剖[) I.~)J のうち 7 戸ff成他は不明。

(if， 2 :J制[) 1 7戸Iド10戸、1'tf'は諒承する。なぜ組合で;記、けないのか。維持色・L'J!ifjj

;ま巧l長'1'0fi，¥j別術協は家族館のて分のー以下三分の一位。

5.4.6土地の払い下げ

次に妓るのは.上地をiiい取るかどうかである.組合体Jの剥売によって買い取るほうが多

数派であることが"!'llrYIしたが、 /，'ift占の細かい;怠見を --j>:化して、アパート令体で土地をi:i

い取ることは断念し、それぞれの号館別にはい取ることになった 3 ただし.地区内外の手11m

r.の多い幹線道路はそのまま郎作道(後に区道となる)とした。アパート内の共街地i立、当

初志制l0でiiい取る予定であったが、ポンプ室は当時四I会長のいたIJ日航が、食2堂E償の敷地

;冶立f食E斗常;

む(付1:BI隙!がl脈情人している。、判別立 L地に対する評価が低かったため 「なるべく貿いたくなかっ

たlという ，2附ill住棟では‘ JI51Tの方が土地を使うということで、 JI51Tと2院の負担割を6:j 

にしたものもあった"

そのほか、 27号館凶隣の木造倉庫敷地をめく'つては、当初は組合で腕入することに決定

し.そこに保管刷移転の話が持ち上がり.組合では移転のための寄付も募っていた。しか

し、周辺住棟と数人の有志の激しい反発により‘その計画はt'iliした。そしてその敷地は希

望者(実際は周辺住棟と数人の有志)に払い下げられた。その結果.建物は住棟ごとに居住

者の共同月iイTとなり、土地は F図のようにその所有が分けられていったのである。

第 5量 同潤会代宮山アパートにおける住環境重富 -237-

図97代官山の分譲後の土地所有区分

1終戦後の1U迷の時に出発したこの組合も住宅 敷地の口いJ[<りの一段浴を契機に一応の

使命達成を認めて殺陸機関としての再発足を条件に解散することに した.Jその結果、 「蒋l

隣会 l という iì;~古îj と同じ名íÌÎI の車11陀団体が再発足 したのであった. I昭11129"1'J 2月のことであ

っ た。終戦から払い下げ1111起が解決するまでには 10年ほどの月日を~したのである. 払い下

げは、アパートの共同体としての、五五相]の大きなハードルであったといえよう。

払い下げが決定すると、固定資産税を巡る税金問題が浮上してきた.これについては同制

会中之郷アパートの号令によって、|日間1間会アパート全体として「白1I由連絡協沼会Jも結成

された回協議会をjffiして、またアパート毎に、建物評価額の低減や、返済JUIJBIの6年分の税金

の免除を都に申し出た.その結果.建物評価額については26%の減額に.税金については29

-31年度分の30%減免に成功した.

払い下げ後、都から廠われていた管理人、修理担当者はアパートに残った.管理人は、払

い下げの月賦の徴収や観隣会の事務等を、修理但当者一は、貌隣会や各間人から謝礼という形

で報酬を受け、亡くなるまでアパートの修理を引き受けた.

5虫身者用{主練では.払い下げを機会に各戸に水道やガスを引く人がでてきた。引くときは

みんなに申し合わせ、 なるべく 揃ってやったという. (主戸内にはスペースがないため、廊下

に引いており‘そのころから流しゃ洗濯機は廊下にあふれ出していた.
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5.4.7新生・貌隣会の時代

f払い下げという一大事業で結成された代富山居住者組合は.一応の使命を終えたj

と‘昭和29年.代官山居住者組合は解散し.親睦目的の町会組織 「観隣会j が再発足した.

しかし戦前と'11，なり、払い下げにより自己所有となったため、アパートの全体的な管理・運

治も、続隣会の重~:な役割となった。共用物のメンテナンスやアパートの改善i立、金銭的な

P\i~重であるため、共同体運営上重要な問題である。まず、昭和27年に私設水道のポンプの老

料化の|同組が浮上した。この修理には当初.先の修理担当者があたっていたが、手に負えな

くなりポンプを交換することになった。その他、樹木の手入れ.上下水の維符管理などの道

下fを.その/$1皮やってきたのである。

アパート居住者組合の頃からすでに.J曽築の祭11:.を呼びかけていたよう に、いくつかのm
宅誌なあったが、I附布132l!oに、士地 .71物の分譲代金の支払が終ると、それぞれの家で.

大々的lこl何築が行われるようになった。住宅のt曽築に関しては、思l隣会が言及することな少

ないωN1r会必lこ報告されているの;ま 「お互いに配慮しましょう !などという程度である。

ゾj‘~l.!隣会の口的である規路lìi lìJJでは氷川争HI:のお祭に参))11 している 。 代官山アパート

のイiよ:が.11で御輿をつくり、 「供たちはアパート内も絞り11よき、担lき'終われば、食堂前広

HJの断段から訴として境すというスタイルを作りだし、組I'iの然りを来しんだa これば当時

の新UHに取り Lげられるほどの活況であった。

ここは 一応代白山保育協!ということで区からある f'~JJtの~fJlYJをもらったそう

で、 ー般の人も受け入れたんです。その綿助だけでは足りなくて、父兄がボーナス

なんかを !~J 分たちのポケットマネーから出していたようです。

また、 l別手rI24年から始まった保育闘の経営は、引き続き 10月四1で行われていたが、組合

併i位i創立1!1!v.運営となった。1m日30年以降、児童数の減少と先'1への給料Ol1jのm太から危

機が可iえられ. I附1'1141i!o.アパート外に区立の保育闘が建設 ・統合され、発展的に解消し

た。小.凶elは延べ3731'，にのぼった。

図 98.代宮山保育園第一回卒業生
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その後.昭和50年頃から建物の老何化のため再開発が議論され始め、そして平成の時代

になり再開発が本格化していったのである。

5.4.8 再開発期

代官 111アパートにおける再開発は、昭和54年の東急不動産による再開発アンケートに始

まる。以降.次々とディベロッパーが名乗りを上げた.居住者は再開発を決め.附和58年.

多くのデベロッパーの中からl祉を選択し、事業がスター卜した。しかし手成5年、地価高踏

や経済悪化などを理由に、企業の参加組合員がいなくなるなど停滞JQJを迎える。そして東京

屯}Jが‘変'iti所を地下に設けることを条件に参加組合員となり、 一気に再開発事業は動きだ

し、現{正 (平成7年)権利変換が終 fし、居住者は代替地へ引っ経しを始めている。

代官山アパートのトレードマークと もいえる木々は、品ーから1，'':(1-('，'のU.fPr.として認識さ

れ、 -:'f られてきた(木の維持貨は組合従の大部分になっている) 。 旧 l 会搬に;立木の ~'1}Ëや消

心が一大行事として ，'iかれ‘木々に閉まれたアパートを讃える文が添え られていた。再開発

に作い 、 この木々は、居住省のtl~により 一部が残されることになった。 づ|つ舷し予え'の

木々 ;ま似の場所に移されている。

そして・ド成8年 9JJから本格的な解体工事が始まった。

図 99代宮山アパー トの再開発後の模型
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5.5個身の居住者による住環境形成

5ふ1 アパート内移動

応住者には位{I(長の増加にあわせて、アパート内を転々とした住都もいる。この時期

は.払い下げ以前に多い。ある居住者は.学生時代から~身者用住僚に住み、結婦を契峻lこ3

階ill住lJIi(24 二問式)へ管恩人さんの斡旋で引っ怨している。子供が成長すると、同び管

fi~人さんに相級し.希盟者が2人いたため抽選で2階建住練 (13 三Inj式)へと転居してい

る通幾度のライフステージの変化に対応できたのは. I若々な住戸タイプをもっ代富山アパー

ト与らで;まといえよう。

5.5.2 J普築

tL仏、ドげにより. I 地およびill物が臼己所有となると、居宅の狭小さや設備の遅れを.

1~'1~匹によって解決する肘(主将がでてきた。 アパート全体でのルール;ま仔 (E しないため.住械

や近隣の'ii.{llで随時対処されている。現f工は図9のようなM築の分{Iiとなっている。

f;i地的に余俗のある2階ill住棟エリアにt自築が多く、成政も大き~'0 flJJ~lで、全戸が答

M'ょl¥'1築できる環境 (1階は庭部分に、2階はベランダ部分に) にあることから合意が得やす

かったと}21，われる。もっとも最大の要因は、t曽築の許可を取り付ける範囲が少数であったこ

とに求められよう。大きいものでは元の閥的の2倍ほどに鉱大しているものも見られる.

一点、 3階建fUlliや狙:身者fII{上棟には泡築が少ない。耳目築を然止している住棟はない

が、 3~持ill f.よlJIíではl\'1築すると迷惑を徴収する号館 (23) 、またm築が|問題になり.会合が聞

かれて 「即1築は全戸のif<.諾がなければしてはいけなしりとなり、以後l軒も摺築をしていない

り郎(27)もある.こうしてI百築や、庭部分のスペースに対する怠識が形成され、 t曽築が進

まなかったと忠われる。 t包築にからむルールは号館ごとに形成されていったのだが.他の号

館のルールを見倣う号館も多かった.独身者用住僚では敷地に段差があり、物理的l二期築が

難しかったためと思われる。

l¥'1築の内容を見ると. 3111守建住棟や独身者用住棟は居室の一部鉱大、 もしくは居室閉築

が多い。それに対し2階lJ!住棟は.居室と内風呂をt曽築している位指が多い。銭湯の経営者に

よると「戦後からしばらくはl日に何百人もお客さんがいて、アパートの人と外の人は半々だ

った。しかしl附和32・3年頃からアパートの人がく'っと減り外の人の割合が多くなった。j と

いう。 IIsfll 32・3年は払い下げ後数年で高度経済成長の時期であり、この時期に風呂が一気に

l¥'1築されたのであろう。

~ 5 草 間潤合代官山アパートにおける岱鳴海運富 司 141・

図 100.昭和 30年代の増築分布

図 101.昭和 40年代の噌築分布
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図 102.昭和 50年代の繕築分布

図 103.昭和 60年代の噌築分布

アパート全体の明文化されたルールのようなものは存在せず、現象的には各住棟、また近

隣IjH宣で解決していた。

23号館なら 23号館全部の家に、i:llて憎しの許可をとりに行って. 1主て~ し

ていいですよってことになると.そのiltて憎した分に対して伴いくらってお金を払うの.月

に伴 100円。だからうちは年間 6000円。月に 300円の人もいるのね。それが今 50

万円ぐらいたまっているの。だからたまったお金で共有地の税金を払っているの。品初iま年

1::] 500門だったんだけれども、 22号館が月 100円でやっているならば.うちも 100 

川でやりましょうということになったのよ。

4 f}i!nは全部li'1築していますけど、みんな何も言わないし、月1築分のI也代みた

いなものは何もやってません。うちも昭和 33年に裂をillてI習したんですけど、鉄筋じゃな

いとだめって言われたから、そうやりましたよ。

駐車勾の問題も共同で処理しなければならない問題だった。

第 5意 向潤会代宮山アパートにおける住環境遭宮 -243-

昭和50年代かしら.みんなが車を欲しがり出した頃ですね.外に駐車場を借り

ている人もいます.

庭をつぶして車停めている人もいますけど、 23号館でも駐車場つくろうってい

う怠見があがったとき、アンケートを採ったら反対の方のほうが多かったんで.車は置けな

いことにしたんです。

5.5.3複数戸所有

平成 7年に調査した 11 {l:戸のうち. 4戸について復数住戸の使mが確認された。これ

;立、他の問問会アパートや占石場住宅と比べて比較的低い害IJ合である。これは.以前に借家

して短致 í:ÈÞ使則をしていたものを除外していることも一口と巧えられるが.他の 'J~例に比

べて代官山の場合:j:， I r Î ~ltl りの h';-íj:I面的が大きいいことと，^規模m築がロI能なことによ

って、あえて復数{主戸使用を選択しないケースが多いのではないかと推測される。

照明のが:小さをli'1築ではなく.見i数の住戸を所有し、使い分けるこ とで対処している肘椛

もいる。分布を見ると、 J虫身必川住悦{に特に多く、 3階建f上側にも多い叫J1!身<'f)JI(上bI!ではiili

h'(した5/1を所有し.廊ドにドアを取り付け、廊下も[:1分のスペースとしているものもいる。

可じき家の情報は、 11'，';:;の会話の中でもアパート内のそのような約制は流通していたとい

う，また管J!1l人さんがliIJI"jを肥保しており、管理人さんに相談すれば下助けをしてくれス

ムーズにいったという。代行山アパートは規模が大きいにもかかわらず. ~;.E.IM人さんという

{i(fも手伝って、!日Iじり館や近隣だけではなく、アパート全体の定き家的*1を得ることがで

きていたというのは特往すべきであろう。

5.5.4 n戸 1化

民どうしの住戸のRCの界位を郎分(I'Jに抜いて2住戸を Ií~戸として使う例が、 3 例見ら

れた。

23号館では、階段2誌を挟んで隣どうしの住戸の玄関脇の伎をl'tいて 2戸 lにしており.

結果的に便所の数が2つになっている。この例ではもとRCの界噌のあった郎分に 2枚の間仕

切り戸 (i可引き戸)を設目立し.右前Jの住戸と左但IJの住戸を仕切れるようになっており、階段

室のE市場から見ると内i郎がつながっているようには見えない。

32号館では、隣合う狙l身主の慢をドア 1枚分だけ取り除き‘'T.にriき米できるようにな

っている.この事例では.もとRCの界壁のあった場所には間仕切りは設ii"iされていなかっ

た。

:J 3号館{立、もともとi'f宝仰の独身安であるが.ここの l際部分のLkレベルと、 33lHfi'i

の北側の地面レベルに 3m~~のレベル差があるために、必然的に、 l附rm分をM築すると、

地下に l主できるようになっている.このため、隣どうしの独身主を閉築郎分でつなぎ、な

第5置 問調会代宮山アパートにおける住環境彊宮 -244-



おかつ.J¥"l築部分の地下室(グランド・レベル)でもつながっているという縞造の 2戸 l化

が行われている。

このように代宮山では、約 1%に当たる住戸がn戸 l化による住空間の鉱大を行っている

が.tJi砂通りのように3戸も4戸もつなぐ例は見られなかった。

5.5.5用途転用

代 î~， II;之当初は 23 号館. 29号館を中心lこ5戸の応舗があったが.平成8年で応舗と

して営業しているところはたったの 2粁であった。しかし.近年.代宮山がファッションタ

ウンとして注11を浴びはじめるのと同時に、アパート内に数軒のブティックや美容室が開業

しているa このほか. 20:;館には文IA!~応、 2 2 '}fti自にはフランス料即応が開業してい

る3 こうしたが例は.日J舗から(1，問、住居からj占舗というJIIi企転用の例である。

また、代口山でiJ:r:.tすべきmi主の転用は.共用スペースのfflj主転用である。

、月初、ビリヤード台や卓球台、四J~ .将棋盤がi泣かれていた 2~ 号館の 2附にあった娯楽

市;乱すでに戦!日]から幼稚悶とAHllされていたし、その後の(t宅不足によって;)3包のj1，身宝

にlて切られて引(1に雫っている。

J}I(t.:縦隣会のm会所のある 1O:j白:11塘は、もともとは戦前の観隣会長が住んでいた家で

あったのを.後の払い下げのときに.共同で只い取ったものである a まず、この住居;志帆

i電製隣会のmlj)lしていた代日山Dt:fi'I剖として使I11されはじめ.やがて鋭隣会専JtIの集会p)iと

して俄能するようになったのである内

また. j!虫身館の各乃偵の階段宝船や.廊下のつき当たりに3数戸の rH~íi'~ l が当初設計

されており.これらは、合wなどの役;引を果たしていたと!J..!，われるが、後に戦後の住宅難の

際に、 f~hllll';}U:-ð組合によって、居住スペースとして使111 されるようになり~見f工に去っ

ている a

このように、代官山アパートでは、当初に計画されていた作(1:戸.あるいはJUfJスペース

の機能が、時代の変転とともに柔軟に変更されていったのである。

5.5.6保存行為

代宮山では、戦災の被害をほとんど受けなかったために.建設当初の蛍l吐を残す内部の造

作が多く 1.¥1っている。

午?に木透のサッシは‘もともと外部に関するサッシであったものが附築によって内郎に取

り妓された場合も、保存されることが多い.あるいは、I曽築部分の窓に、既存の木造サッシ

を111いるところも多いが.これはTfI砂i並りにも見られる現象である。

また. 27号館など、戦前から住んでいる居住者で、古い同il司会アパートの意匠にこだわ

りを持っている居住者が同じ住棟内に住んでいる場合には‘出窓のような比較的軽微なJ¥'1築

さえも、反対されることが多く、結果として当初の形態がよく残るというところもある。こ

第5童 向溜幸代官山アパートにおける住環境直宮

うした事例ば. 3階建ての家族館に多い.これは、このタイプの住煉では比較的摺築が困難

であるため. 1階だけの熔築を許す訳にはいかないという感情も同時に作用しているからで

あるともいえよう。

これに対し、比較的熔築が用意に行われる 2階建ての住棟では、大規模なj:j')築が行われる

反面、特に街路に面した部分に木造のサッシがそのまま用いられていることが多い。これも

保存行為といえるが、反問、 mffilJの街路から見えない部分に|刻しては、九日築のためにほとん

ど当初のものが保存されることはない。当初はあったと思われるダストシュートの痕跡も発

見できないくらいに、裏山IJは完全に改変されてしまっている。

次に、昭和 17年に 27号館の 2階に入居して以来.ほとんど住戸内部の空r.n1こ手を加え

ずに生活してきた事例 (uさん)を見ることにする。この事例では、住戸内のみならず、

27号館全体を「保存行為Iの対象と右倣しながら生活しているが例でもあるといえよう。

Uさん;立、 l別手n1 4年q'[から 2年ほど.同潤会背山アパートで必らしていた。

i昭和 1I年に代宮山アパートに入居しそれ以来ずっと代官山アパートに居住しているとい

う人である。アパートを凡て艮かったから、というのが入肘l!1!LlIであるの

;i'~iÌÍjから.隣組長をやっていたり、町会活動にはわりと附断的に参加l していたが、Jl.I住で

ほ税隣会の役員は$-jfj且した。しかし、 27月館の住棟まわりの7，怜11などはw断的に行ってい

る同階段主改玄関先から応 iーまで全てUさんが婦除をしている。そのかわり.万が一の時に

危険なので.階段引にものはほかないでもらっている。

(E戸内;ま.窓の ・つをIIJ窓にしただけで、後は全く変えていない.fT所のF'棚も自分でベ

シキを司hっただけで.当11干のままで使っている。 f物を[泣いて/l¥入11をつぶすのが峨いで、

1 ， ;Jn司会アパートは部屋に色々なところから入れて便利 l という、 'U~の f Hit司会っこ j とも

パうべきライフスタイルを待っているJ

払い下げ完了後に他の(1:B!lがM~荘をしているのをよLて、 l二ド附の人から附築の活が出たこ

ともあるが.J!u身館の)jに?f'iが近づくし.日当たりが忠くなるというl!l'111で結ねしなかっ

た。家の中に洗14?!被.クーラーはない。洗液は、小さいものはアで洗い.大きいものはク

リーニング屋に頼んでいる。クーラーは、代官山のように紋が多いと以でもiJltしく 必要ない

という

この事例は、居住.r，-がずっと独り暮らしであったことが.このようなライフスタイルを可

能としており、かなり特殊な事例ともいえるが、向山アパートにも住んだことがあり.代富

山アパートが気に入って戦前から入っている居住者の中には.ここに住む「誇り j というべ

きものが感じられる。
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5.5.7共用空間の利用

図 104.外部空間現状実測図(平成8年)

5.5.8ケーススタディ 大規模培築の例

ここで取り上げる世帯は.昭和31年の入居以降.時1築・復数戸所有によって‘ {主戸を鉱大

し、現在までf工み続けている事例である(図12.写真3)。

この世併の主~な居住史を示すと以下のようになる。

時lQI 変化詳細近隣との交渉

531 夫Mで入居。

532 t!t)，iiWi'l長女誕生。

複数戸所fJ 隣の人が直立すにあたって挨拶に来た ， 奥さんの父鋭が東京H~i長が多

かったので.父草lが自分の出張用住戸として腕入する。

5331¥"1築般が生まれたので風巴を熔築する.

ドの2粁に扶拶に行く 。

5351¥')築隣 (凶側)にl階の居住者に声をかけられ. 4位半と風呂を1¥')築するa こ

れは娘の部屋と客室を確保するためで、その際に廊下で2戸を連結した。

第 5量 同潤会代宮山アパートにおける住環境運宮 -247-

il!!の号館の人に1;1声をかけた。

S42世帯員増婁の甥が下宿する。

S481官築東側に、下の階と共同でS畳とB畳の居室と風呂を増築、屋上に温室を作

る。号館の人に1;1挨拶をした.他の号館の人に|正干渉されない し、 干渉しな
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552 世帯員減甥が転出‘隣の住戸を長女の居室にする。

560世得良上首長女結婚、隣に若夫婦で住む.

563位帯員減若夫婦が海外出張になる。

世帯民泊知人の娘に隣の住戸を貸す。

H2世帯員減知人の娘が出る。

H7引っ泣し再開発にあたり、天王州の公団へ引っ舷す。

図 106大規模得築住戸の家具配置

"''1.光野畠JU町平副国

孟ーー右'町市_，略鰻7タソ"のさ@舎のみ

'''' 筒罰隠記

t!l:.muのm加、為:三;の確保、内風呂の設訟といった居室拡大の欲求に対して、J?l築や隣の

II:J;を取得することで対処している.， m築時には号館内だけに挨拶し、 了;t;を得ている。長

交のもう婚による2世fi?居住も複数戸所有とI曽築 (風呂などの設備の分化)で対応している。さ

らに.}，芯宝が余ったときには、隣の住戸を甥や珂l人の似に貸し出すなど有効に活月lしてい

る。

29.1996、大月敏雌ほか、 f同商会代官山7パート JlH主の先駆者たちの 70年l、 r住宅建築』干成8
W 12月号.建築資料研究社

l!I5章 伺潤会代官山アパー トにおける住環境運宮 -249-

I 5.6居住者組織による住環境のコントロール

5.6.1同潤会の管理者

以上みたように、戦前の代官ILJには 29号館に管理人が住んでおり、住環境の、特に維

持・保全に力をいれていた。管.flIl人の態度は、戦前居住者の託立を|持lく限り、かなり厳しか

ったようである。 これに対して.居住者の中に家族の成長のm大 ~'J: によ ってそれまで住んで

いた住戸が狭くなると、よりJよい空部屋を斡旋したり.住戸のトレードを斡院していた。こ

のよう に、居住者の実際の居住ニーズに応じる柔軟な運営を心がけていたことは.東京市営

の山石場住宅でも同係であった。

また、管問人以外にも水辺ポンプのメンテナンスのために以われていた技師がアパー ト内

に1Iんでおり .土地・建物が払い Fげられた戦後も、民{t.(fにとって下粍に11:戸の修繕など

を頼める虫宝な人物として縦しまれていた。

このほかに、独身隊の削除などを但当する震われの夫人も通いでここに働きに来ていたそ

うである。

5.6.2旧・親隣会

制II~間体である鋭隣会は、 tl:官山アパー ト に居住者の入居が始ま ったl附和三年に結成され

たJ 鋭隣会芯観時活動をId的としており 、29号かの 2階にあった似楽市を使って、幼稚闘

を党んでいた。これは.fIi!沙i泊りアパー トの 「消砂自治会lの協力のもとで日E科されていた

[子供の村保育出11が!口!アパートの娯楽家を使って運営されていたのと)1"，';';に似ている現象

である。向者がともに戦下によって活動を停止したことも共通している。

5.6.3代官山アパー トメン 卜居住者組合

住宅営団の解散にともなって.それまでの公の管理が期待できなくなったとき.土他 ・建

物の払い下げの交渉凶体として組織された。居住者組合でほーかなり徹底した住環境の運営

を行なっ てお り . 自治(~"な仕組みによる居住者館の「移動調悠j によって、戦前問問会によ

って行なわれていたような、住戸の トレー ドや空部屋の斡院などを氏 tfrJな手続きのもとで

ill営していた。 このほかにも、附築の祭止・家畜の飼育の然JJ:.騒授の防止などの居住生活

ルールの徹底を呼びかけており 、また、共用施設である水道官や水道ポンプの修繕も自治的

に行なっていた。

また、代宮山の居住者組合{立、土地 ・悠物の払い下げ1l¥1辺をGHQや東ぷ指iと交渉すること

が第一の目的であったが.その交渉のための旧同澗会アパートの庇{j荷組合の代表会議であ

第5置 問潤会代官山アパートにおける住環境運苫 -250-



る 「鉄筋協沼会j もたびたび.代宮山で開催されている。ここで代宮山アパート居住者組合

はかなり術導的な役者lを果たしていたことが分かつた.

ここで特徴的なことは、払い下げの交渉の中で、代宮山では、 「社団法人Jをつくって.

払いドげられたあとの共用空間を社団法人の所有・管思とし、住戸のみを居住者の所有・管

.'ftとする、という、今の区分所有方のコンセプトを先取りした促案を行なっていたことであ

る。結局この案は実現に至らず、払い下げの結果、土地 .ill物は住t:Wごとに分割lされ、官

!'Il・日.ti科されるようになったのである。したがって.個々の居住者による住環境形成へのコ

ントロールは、各住棟ごとの話し合いや、合怠形成に11される結果となったのである.

5.6.4新・親隣会

代行山アパートメント居住者組合が解放してからは、税l佳を目的とする白治組織ができ

た， f，jCキ;志向じく思111主を目的としていた戦前の自治組織である鋭隣会の名称を踏襲した。

'ì'\1をの鋭隣会では、お祭りや、特に婦人会を中心とした税時前1l!Jを ll~んに 1 iなう ーノ守で、

j~Hの~I!'没行や、街尚樹の手入れなどといった JtJlJ胞，U: .空nnの述討を如うようになってい

j.sてんが、 'i噴出lの税隣会とは違うlJ.である。

また. l'iJJ~ )êが近年取り沙汰されるようになると.親隣会を中心として 川開発組合が結

成されていった。
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I 5.7まとめ/代宮山アパートにおける経年的住環境運営

代宮山アパートは‘同制会アパートの中でも 「山の手の住宅J特に 「凶闘都市」的な住宅

として設計され、中央{憾に共ITI空間lを配して、周囲の既存市街地にあまり依存することなく

都市生活が営めるように配慮された設計であった。

f¥u山iま戦災を受けておらず、他のアパートの事例と比較して、戦前からの居住者が多く

住んでおり、また、建物のrJ;J背s造作なども比鮫的よく残されていた。したがって、戦前の住

生活やH潤会による'i'¥'l!1!万itなどが他の事例と比して.詳細に検討できた。また.戦前の隣

車JlJ主liT資料によって、戦時中のIt'Ui.の係子がかなり明らかになり.町会|見l係資料によっ

て. J-)世・建物の払い Flfの経紛がlIilらかとなった，

戦前の代台l.iJには 29月館に1¥')1]人が住んでおり、住民境の、特に維持・保全に }Jをいれ

ていた。 )'5，:埋人は.かなり厳しかったようであが、居住.(fの小に詰mの}，Wのm大~l'j:によっ

てそれまでItんでいた1l:1，-が狭くなると、より広い令部}誌を幹位したり、 11:1iのトレードを

斡院していたゆこのように ほIl.(fの万燃の居住ニーズlこ応じる柔軟な正H引を心がけていた

ことは、*京市営の，'i{iJgf_j宅でもH係であった。また、竹町人以外Jこも水道ポンプのメン

テナンスのために脳われていた校側がアパー ト内に住んでおり、 l寸也 j.s物が払い下げられ

た戦iをも、民11:将にとってT終に11戸の修繕などを頼める弔'j(な人物として縦しまれてい

ナー，_司

ゾj、規11者団体である綬隣会は.代宮山アパートに日{上内の人1，1;が始まったl昭和2年に結

成された。活動としてほ、 29 ~;かの 2 階にあった娯楽市を使って、幼ffU却を悦んでいた。

これは、 i，'l'f&・i泊りアパートの ri/f砂1']治会」の協力のもとで迎科されていた rr-Utの村保育

l者 1 1 が同アパートの以楽室を使ってl'E刊されていたのと非常に似ている刻1~である 3 同，:;が

ともに戦争によって活動をや;'11巾したことも共通している。

fJ宅'~凶の解散にともなって‘それまでの公の管理が期待できなくなったとき、土地・建

物の払い下げの交渉団体として組織された。居住者組合では.かなり徹氏した住民境の運営

を行なっており.自治的な仕組みによる居住者館の「移動調慾Iによって、戦前向潤会によ

って行なわれていたような.住戸のトレードや空部屋の斡艇などを民主的な手続きのもとで

.ìill ~"1ーしていた。このほかにも、 m築の然止・家畜の飼育の祭止・騒 JTの防 1I などの居住生活

ルールの徹底を呼びかけており、また、 ~tJlJDffi設である水道色・や水道ポンプの修繕も自治的

に行なっていた@

また、 f¥官111のM住者組合は、土地.i主物の払い下げ問題をGHQや *);-C ffl~と交渉すること

が第一の目的であったが、その交渉のための!日間程!会アパートの府住者割l合の代友会話であ

る「鉄筋協沼会Jもたびたび.代官山で開催されている。ここで代白山アパート居住省組合

はかなり指導的な役割を来たしていたことが分かつた。

ここで特徴的なことは.払い Fげの交渉の中で、代宮山では、 rl11・HIl;人1をつくって.

払い下げられたあとのjl;)11宅IH-Jを社凶法人の所有・管辺とし， 1七riのみを }，I}fi:，Y，-の所イ1・管
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理とする、という‘今の区分所有方のコンセプトを先取りした提案を行なっていたことであ

る。結局この案は実現に至らず、払い下げの結果.土地 ・建物は住陳ごとに分割され、管

Eヰ!・運営されるようになったのである。したがって、個々の居住者による住環境形成へのコ

ントロールは‘各{主棟ごとの話し合いや、合意形成に任される結果となったのである。

戦後の$11隣会では.お祭りや、特に婦人会を中心とした親睦活動を盛んに行なう一方で.

J~Hの埋設官や.街路樹の手入れなどといった共用胞設 ・ 空間の運営を抱うよ うになってい

illてんが、戦riiiの続税会とはi主う点である。

こうした.公や民住者組織による住環境運営の一方で、 'i官後の居住者たちは.m築や復数

IU'I'史fIJを繰り返しつつ、谷(土棟ごとにそれらに関する細かい取り決めや合怠形成をはかつ

ていったのである。
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資料13: 親隣会会則

制定昭和 2年8月

改正昭和 10年9月昭和 13年3月昭和 14年 9月Ilflfn1 6年 9月

第 l条本懐を観隣会と祢す

第 2条 本懐は会良相互の親H主を図り共同の社会福利の実を挙ぐるを以て目的とす

第3条 前条の目的を以て左記の事業を行う

1.幼稚園 2、倶楽部 3、其の他必要なる'JJ業

Ilii拘 l号. 2月に就ては日IJに定むる所に依る

W，4条 本懐は住宅~~~.団東京支所渋谷代官山アパートメントの居住省を以て組織す

?n;j条本会の付去の通り<11lF1 ;，組に分つ

毎年4月作!拝に於て1F.1WJtt下長を各組に於て正f市j制[1主を改選す

其任)91をlヶfドとし欠只の補充は前任者の(1)91を縦!(<.するものとす

~'}fj 条 各1lFs<はJtのi作所!ポ組長中より高'Itt干長は1:1;の昨lii成制組長中より'T_選す

群長は各所!瓜制lを統<Ii"し軒[1主は所E覧会只の指将に、円る

組員は会ilの一般的桁将を為す外其の事務を作戸、円滑に依りfうすものとす

お7条 本会に会民 1:?，，/J(会務分常役員を各2名をi泣く

JU壬 WI を l ヶ ~lーとして宅 J1を妨げず、 欠 11の補充は IÎÍifT: Xの任)91 を継点す

会務は 'J~務、幼雅樹、会計の 3 1%とす

会筋分'lj':j生wま11'副組長依り選出するものとす

抗 8条 会長は本会を総l'rし会を代表す

役口会は会長及行正副制[1*を以て組織し本会務全般に 'l る.ìf ，;高階 I~I とす

会長欠員のjI~J 合{ま併 i主会議を以て代行機関とす

;)¥9条 会長はfif{j:4J!に総会をG集する外必要と認むる比.H'j(llIs.'jlこでも総会を({集する

ことを1!}

{旦議、J ~等はtU l市会只の :l 分の 2 以上の同むを~す

m 10条 役μ会のよ&'J~は UH市役üの 3 分の 2 以 Lのポ必に依り ik-.j

m ll，長 会務胞行に要する縦波に充つる為会員は毎月金 30銭悦tBするものとす

但総会の決滋を以てI自滅することを得

第 12条 本会の会計&.'j¥f五年度は毎年4月 l日に始まり M{F3J131に終る

:JJ務及会計収支報告は毎年4月の総会に為す役日会の望新ありたる時又同じ

第 13条 会長は本会日IJにほ触せざる範凶を以て緊急を~する場合は適í'C指示を為すこと

をt!;

阿llliJ

本会HlJに疑義を生じたる場合役員会に於て決す

会員IJの改正は総会IJJJt0会日の 3分の2以上の同意に依り決す

本会性会員1)はI昭和 18年9月 lRより実施す
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(0は.未決定)

第 -t;r. 総則

(名林)

資料14: 社団法人O会定款(案)

第一条 この会は社団法人O会という

('l[務所)

第二条 この会は事務所を京京都渋谷区代宮山町一O訴にiltく

(椛成)

m三条 この会は、 この定款で定めた会員で楠成する

mてi';i. f1的と 'Jr;t 

(11的)

mv同条 この会は、会11にその民家の所有権を取得させ‘数地、共丹!胞設などを*H'i，速

悦して(U'，の'ム1どをμlり 11:同生活を快適にしてゆくことを目的とする

( 'J¥;t) 

mll条 この会はー iIIiItiの11的を達成するために次の ;J~ ;誌を行う

、点J;(ffl~ から. f~'I:'，， [17 パートをï'iい受けるための寸べての史的

.会IIに， J.l:右の所イif/i.を取得させる業務

j七川施投の維持竹i'1!

Vq、政地.1:延l剖、樹木などのi¥'i'j1

lしその他、 11的をi主成するために必裂と認められた 'JiI!i

m :I-;i: n肢と会s汁

(i"iNのml点)

m/、条 この会のi"iY1iは次によって構成される

二設立、当初に寄付された、日I[紙の財産目録に記されているI!.f広

オf付金till

工 会1'tなど、 'JI}'¥にfドう収入

V司、銀行利子など、資産から生ずる果'文

Ti.、その他の収入

(総代文介)

m七条 この会の経'/~は資産で支弁する

(i"iYIi'i'J!J!) 

m八条 この会の資産はJ!j!"，長が管思し、その方法は総会でikめる

(現金の保i¥')

m九条 i"iPtのうち税金J立、郵便官署、確実な銀行または信託会計に聞入れまたは(J託

し、あるいは、 l可公(t'i、硲尖なイI価証券にかえて保管する

(余剰金の処分)

m卜条 年l.lUミに余剰金を生じたときは、総会の議決によって、その全部または一部を翌

年度に繰極し.または限立てる。

(予界の議決.決p:の認定)
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第十一条 この会の毎年度の歳入歳出予算は年度の始まる前に理事会の議決を経て、総会

の認定に付し、歳入歳出決算は年度の終った後一力月以内に、その年度末財産目録と共に監

事の監査を緩て理事会の認定を経、総会の忌認を求める。

(特別会計)

第卜二条 この会は、総会の議決を経て特別会計を設けることができる。

(会計年度)

第十三条 この会の会計年度は毎年四月一日二始まり翌年三月三ー11に終る

第四な 役員と総長

(役員の節目IJと員数)

第十四条 この会に左の役員を白く

l!J1 'Jr J主 ー名

常務理!'Jr 二r，
f'j! 'j; 九名

評議只 二七名

lVL Iド 二名

(役ilの選任)

~"i I le条 f~!!FR. 常務EI! 判まJlI! 'Jrが互選する。時半、取'F，，if.4¥Uは.会員の<1'から選

ぶ"(日し相互にこれをA(tねることほできない。

Ul.ttlの織筋と権限)

~f~ 卜六条 l'li'J，長はこの会を代去し、理事会、評議n会のよ五以となり、会的を統轄する。

;れ務f'j!'Jiは、賄事長をたすけ、業務を処理し、陛下長に J¥，吹があるとき;まその総務を代

行する，

思~ 'Ji;立.f!l!']'会を椛!えして白l品業を1rう。

評議委員は表議会を棉成してífJ:~ " J~項を審議する。

肢がは民法第五卜九条30の服務を行う。

(役員のlモ)QJ)

第十七条 役員の任期は一年とする。但し再任を妨げない。

揃欠により就任した役員の(1)911立、前任者の残{lJQJn~1 とする

任期満了後といえども後任者が就任するまではその峨務を行う

(顧問と嘱託)

第十八条 この会は、必要に応じて顧問と嘱託を沼くことができる.

(職只)

第十九条 この会に股貝若千名を白くことができる.ij曜日は件)'J¥会で任免する。

第五説会 議

30民法第五十九条 fr.i'jlの峨務庄の如し
ヘ法人の財産の状況を院貸すること
二 理事の史街執行の状況をFt:nをすること
三、財産の状況または業務の納行につきイ二世の廉あることを発比したるときは之を総会又は主務官庁
に紐告すること
問、!日号の報告を為すため必要あるときは総会を召集すること
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(会議の積頴)

第二十条 この会は次の会議をもっ

総会

.f!I! 'I}会

評議員会

(総会)

第二十一条 総会はこの会の最高決議機関であって毎年 l恒JU月に開催する。会員の丘分

のー以 l二の1¥[;1(があったとき又は汗議員会が必嬰と認めたときは、壊事長は臨時総会を召集

する.総会の議長は出席会員の中から選出する。

(.;f.議会)

第 二I 条 評議n会は総会に次く決議機関で随時開催する。評議u会のft'ドは総会に報

行して/止泌を t~}なければならない。

(1'1' '1¥会)

11) ~ Iミ条 政'IJ会は総会、評議il会で決められたことをわい随時IJMUiiする。

l'l! 'I(会の仕事は汗議員会に報告してi((認を得なければならない，

(会t鴻の ~， ~Ll 数)

?i1 : l.vLI:条 会議はその抗日正員の過半数の出席がなければfmilHできない。 (11.し仔 lli iIî l~1の

ときばこの限りでない@

(冶ikの定員数)

第二|冗条 会議のよ&'1;は什l fff.~I\~!d1の過半数の和Lìまで浪決する ， UJ-;f;[ciJ数のときは議長

が決める。

(欠席.(;.のぷik)

首i¥-:U、条 じむを t~}ない理由のため会議に出席できない会U .l(;;J:l1 U:立、あらかじめ通

知lされた'FJtlについてだけ、;!;:商で表決をし、又は代理人に委任することができる。このと

きは11!¥I，ct;とみなす。

11)六 J，~会n

(会uの資協)

11)二 |七条 *Jt~1lliの認める代官山アパートの居室口i凪資協者 、 又はその所命令者で、会の

Fl (l(J趣旨に11成するものは会員となることができる.

(入会)

11)二十八条 この会員となるには所定の申込用紙に入会金及び一ヵ月分の会貨を添えて申

込段官会のiJi:J.2を得ればよい。

(会員の権利)

第二 卜九条会nは次の権利をもっ。

-、代官LlIアパー トに居住し敷地、 J七丹Jb在設などを利111すること。

二 、 ~I 己の hi~'宝を取得し、あるいは処分する。

三、会のi'ill材、役員の執務.資産に関してそのi主任者に ~rH'; を求め . 又は一切jの紀録.

帳簿、，fJE~':~などを閲覧すること。

凶、すべての会議に出席して発言すること
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五.すべての役員を選び役員に選ばれること。

(会員の義務)

第三十条会員は次の義務をもっ

一、決められた会資や分担金を納入すること

二‘居室外に夫々の主務官庁と埋事会の認可なしにみだりに.造営物を柄築したり改造

してはならない。

三、本人の死亡その他の理由によって居室をゆずるか又は貸すときは、 4 カ月以内に後

継.(;.又は代理人をきめる必~がある。

凶、呼]らかに共同生活を乱すと認められるものに白己のIJii，をゆずるか貸すかしてはな

らない。

U'l:i日)

第三ト一条 会ilで会のU(l(J鍾旨に反するものは総会の議決によって除名することができ

る内

特にこの会の縦十年発Jl~ に )jのあったものは総会の議決する )j法で点似することができ

る。

(j)J会)

第三トニ条 会nが退会しようとするときにはその行耳目111を付してEI!'I(会に周け1f1る必要

がある，

(納入金品の返i);1)

第一三 |三条 会Uの納めた会的その他の金品は如何なるl'l!1I1によっても .t;JJ返還しない。

第七市定.'¥1:変児と解散

(iと，i):の変更)

~} ::卜V4:条 この7ど，;止は会W4分のこ以上の同，むを'(!Jなお主務¥':・Ifの，l2.I1Iを仰なければ変

:tできないa

(解i位)

第三 卜五条 この会は民法第六卜八条31の場合か委只の内分の三以 上のI"Jむを維なお主務

¥il'fの許可を得なければ解散できない。

(銭余財産の処分)

第三十六条 前条により解散したときの残余財産の処分は総会のよ革決を経、なお主務官庁

の許可を得て行う。

第八1，0. 附則

(細目1])

第三十七条 この定ぷ随行について必要な細則は理事会で定め、持議日会の11<;認をうる。

31民法第六寸八条 法人左の'H由によりて解散す
一、定款又は?)付行為を以て定めたる解散l'由の発生
二、法人の日的たるτ1¥J!のJ，HlJAは.lt成功の不能
三.破産

四、設立許可の取消
丘、社団法人は前lJjに掲げたる場合の外左の事由に因りて解散す

、総会の決議
二 社員の欠亡
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(設立当初の役員)

第三 l'八条 第十五条の規定による理事及監事が就任するまで次の者を以て理事及監事と

する.

理事何:.';

理事何占E

f立'JI Hぷ

第 5童 向潤会代宮山アパートにおける住環境直宮 -259-

資料15: 住宅使用についての注意(昭和 25年東京都発行の住

宅使用許可書より)

東京都営住宅は東京都営住宅使用条例及び同胞工規則等によって運営して居りますから

特に左記事項に御留意 Fさい。

~c 

一、住宅及び住宅付属物を滅失段以しないよう常にG.ifのfしむを払うこと。

二、住宅の際保科その他工作を加えようとするとき及び住宅の一郎または全ffsを住宅外に

使 IIIするときは事前に知 'J~の許可を受けること。

3、住宅使用許可当時民住していた者及び住宅使用J')可を受けた.{fの家族以外のおを同居

させるときは 'J~ 前に知・J~の 1干'1' nlを受けること。

V凡如何なる.E!P.FIIによるも住宅を転貸したり又は住宅使川悼を，;ai控するこ とほできない。

五 、 住宅を I~j泌すときは住宅返還届を五目前までに知 -'J ~ ~こ 1MI'~するこ と('i'ì'EH 人のいる住

宅ほ百・恩人にその他の住宅は点点目;jl築局企画課にf:t11Jすること)
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資料16: 住宅使用料受領書の裏の使用規則

一、 f正月の使用料は月の始めの五日迄に納付されたい

一.納入府l般におくれると事務上大変手数がかかるから期日迄に必ず納入されたい

一、如何なる怨的があっても住宅の転貸はできない

一 、 1 ，~I，r;人をおくときは許可を受けた後でなければおくことが出来ない

、{虫IH.，v，-が住宅を明践すときは同居人も一緒に山なければならない

. (，史J1J-Xは1"1居人をおくとき権利金その他の謝礼等をとることは出来ない

-. (i宅のiI!築!I.111併等&.び住宅f};Jで営業又は作業をせんとするときは許可を受けなけれ

ばならない
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資料17: (代官山アパート居住者組合委員会案

昭和二十五年四月二十日委員会で決定)

第一条 本組合は、代官山アパートメン卜居住者組合と称し事務所を代宮山アパートメン

ト内に置く。

第二条本組合の目的は、次のとおりである。

一 組合員相協力して組合員の居住権を確保し居住上の問題の解決に当たると共にその

利益を燐護し生活の安定を図る。

一 組合員相協力して組合員相互間の居住上の利害を調笠し級合員の共同生活を快適な

らしめる。

一 組合員相協力してアパートの文化的飽設及び事業を充実し組合員の文化生活の向上

を図る。

第三条 本組合は、前条の目的を達成するために必要な事業を行う.

第四条 本組合は.代宮山アパートメントに居住する者で組織する.

代官山アパートメントに居住する者は、本組合に加入しなければならない。

不当に入居した者は、 iIIJ項にかかわらず加入を認めない。

本組合へのJJII入は.各llI'戸毎に一指して行うものとする。

組合員転室の場合は.転宝先の番号で改めてliij瓜の人会手続を行うものとする o

2i，}五条 本組合wは、討をでも本組合の運営状況.役員の執務及び会計に関してその武任者

に報告を求め.または-~Jの記録.帳簿、証;況で平を閲覧することができる，

m六条 本組合μは‘ Jftでも総会.委員会その他一切の組合会泌に出席し発言することが

できる.

第七条 本組合に庄の機関を置く。

J.総会 2、委員会 3.常任委員会

第八条 総会は、 -Il'i戸につき一人の組合員で織成する.

総会の議長は、総会で選出する。

第九条 総会は、組合の以前議決被関であって毎年一回凶月に常任委L1長が召集する。

組合員五分の一以上の要求があったとき又は委員会が必~と認めたときは、常任

委員長は臨時総会を召集する。

第十条 総会、委員会及び常任委員会は.織成員の二分の一以上出席しなければ成立しな

b、。

第十一条 総会、委員会.常任委員会は、出席者(委任状を含む.)半数以上の同意がな

ければ議決することができない

賛否同数のときは、議長がこれを決定する。

第十二条 委員会は.組合員の中から選出された委員で椛成する.

第十三条委員会は.総会の決定に基いて事業を運営する。

第十凶条 委員会の仕事は、総会に報告して承認を得なければならない。

第十五条 常任委員会は‘委員会で互選された常任委員で精成され、総会と委員会で決定

されたものに従って常時組合の事業を行う。

第十六条 常任委員会の仕事は、委員会に報告して魚認を得なければならない。
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第十七条 常任委員会の下に事務局及び若干の専門部を置くことができる。

第十八条 事務局及び専門部は、常任委員会の指示によって業務を担当する。

第十九条 本組合に左の役員を置く。

l、常任委員長一名

2.副常任委員長二名

3.常任委員十五名以内

4、委員三十七名

5 ‘ ~~ τJ~三名

役目の任期は. 一年とする。欠員補充の方法は、 liij任者の選出方法により、そ

の任JUIは、前任者の残存期間とする。

必~に応じ委員会は‘顧問放び嘱託を[泣くことができる。

耳;: l'条 'ii¥f1:委員長及び副常任委員長は、委n会において常任委員の中から選ぶ。

常任委日長は.常任安員会と委員会の議長となり軒lfiを代表するの

常任委u長事故あるときは、副常任委員長がこれに代る。

m '.1'-条 航 'J¥I立、組合員の中から選出され会計を院貸する。

m '.1て条 本組合の会計i立、 f正年間月 一日に始まり、 12年の三月三ーに終る。

m二l三条 本組合の収文決勿は、総会に報告しそのïf<認を ~~tなければならない。

m '.1・DY条 本組合の経t'(は.組合t'(と寄付金その他の収入でI!日う。

必1:'ーによっては、委員会の決定で組合i1より夫代を徴収することができる.

吋組合にJJ日入手続を fしない居住者から加l人に笠るまでの即Ina組合胞設使m
1lt'(として当該醤戸の組合設相当鮫の三倍を徴収する。

mて|五条 本組合の組合t祉法、 ー需戸当りlI<悠tmに月額二口円、 J虫身館は月額百三十円

とする。

本組合に加入するときは、所定の入会金を納めなければならない。

第二 卜六条 組合μ本組合から脱会したときは、所定の脱会餓別金をおくる。

第二 卜七条 一旦納めた組合費、 実費、入会金は返i辺しない。

mニ |八条 第二十凶条及び第二十五条に定める組合t'(.実質及び入会金を納めず又は総

会の決議に基いて発せられた組合の指示にl出しないものは、本組合から受

ける利益の一部又は全部を失う。

第二十九条 組合員の除名は、総会の決議を裂する。この決議は.第十一条の規定にかか

わらず出席者(委任状を含む。)の五分の四以上の同意がなければならな

い。

第三サ条 本組合の規約は.総会の決議がなければ作成又は変更することができない。

附¥lI) 本規約は、 附ニ 卜二年五月二十四日から施行するω

(1悶和二十二年卜月二 |八日 一部改正)

第 5量 同潤幸代宮山アパー トにおける住環境運宮 -263-

資料18・ 代官山生活協同組合定款32

第一車 総員IJ

(目的)

第一条 この終合は、組合員が協力して、民主的運営lこより.組合i1の生活の経済的文化

的な改善と向上を;まかり.もって公共の短祉を沼進するこ とを 11的とする。

(，J~業 )

第二条 この組合は. liii条の目的を達するために左の 'J(;I:¥をiiう。

、組合口の生/1;に，t.:illな物資を腕入し.これに加 仁しもしく ，立川ILしないで.または

'1一昨して組合員に供給する'J(来。

二、組合員の生前 にイï Jllな共和l施設をなし、組合口に平11mせしめる・Ji~

三 組合口の生活の改 ~Tf-および文化の向上をはかるがX

問、有1 í7f1の生前の共済をほかる 'J~ '1R

/i.組合ilおよび組合従業.(1の剥li，<'J;;!I!にIltlする鬼l設の1"1Iをなかる 'J;X

六、 IKIL(鎚m保険iJ.;によるIlilL(!illW保険組合の事業その他の法令にもとずいてliう事業

じ liii(キ ' j の 'J~;誌に附f!?する')(;1:¥

(ず1向、)

m 条 この組合は代'IJiJI生活協同組合という。

(l世岐)

抗体!条 この割lfTの地域;;J:. JRJ;m渋谷区一関

(白1，f寺南の所([1出)

miL条 この組合の，);筋IWid:. !，~.U;(ffl)渋谷区代官山田r 1 ()におく 、

( jf[~会その他!民IÆIR体え (n) の加入)

第六条 この組合がr円 t'l生活協同組合連合会その他の法人また ;ま I~体に IJII人しよ うとする

ときは、総会の議決をへなければならない。

(公也の方法)

m七条 この組合の公作;;J:.この組合の掲示場に拘;f，してこれをなし、かつ必裂があると

きは に向示してこれをする。

第二1，'- 組合口およびその縦利、義務

(組合員の資格)

第八条 この組合の組合員は、この組合の地域内に居住する省、およびこの組合の地域内

にある団体.会社.工場、広公庁.γ:校その他殿場に勤務する.xとする。

(}J[J入の自由)

第九条 この組合の組合口になるn係のある者は‘任;芯にJJJI人し、または脱jJJすることが

できる。

(組合口の家政の lJ~~利f[D

第十条 組合口んと!日lーの世帯にぞくするものは、組合の'J';;誌の利川については組合nと

みなす。

32代'11山アパ ト町会資料 10より
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([11m 4、前項の支払をおこたったときは、支払うべき金額に対し支払)91日の翌日より支払完

了の日まで日歩十銭の割合をもって過怠金を支払わなければならない。

5、第二条(三)生活文化事業および(五)教育事業について、理'Fより:引をの支払い

の請求があったときは、これを支払わなければならない。

;:n三立 tJn入、出tJ(および脱退

(加l入申込)

;:nτl二条 組合Dになろうとする者は.引受けようとする出資口数を記載した加l入申込

第卜一条 組合員は.出資一日以上を持たなければならない。

(組合口の資絡喪失または変動)

~}卜 条 組合員がその資格を失い.またはそのi1僚に変動があったとき;立、ただちに

そのむねをl!~ 'J~Iこ届出なければならない。

(制lfT日の除名)

お| ミ条 組合員は第て十七条各乃の・に該当するときは、総会の議決をへて除名される

ことがある 3 ，Iïを埋 'IHこ t~/jj して、その庶認を請けなければならない。

(脱退のばあいの払戻諭，j()

2111附条 組合nがこの組合を脱退したいときは、第一 1-，、条の規定により、その支払済

Illrt似の }::imまたは一郎の払戻を請求することが出来る。

(総会({!.tのiITtボ)

百円卜Il条 制10Uは， *l1{~ Llの"分の一以上の同，むをえて、会議の IWJである'JìJj'jおよび

I{虫、のVI!IIIを刈，1在した ，'11Mをl!g'I(に限的して.総会をEfiボずることができる ，

(!生ilの解任討!，j()

れ 1-，.、条 剖lf'i口は、制l{iL1のIl分のー以上のI;;Jむをえて、役[1の解任壬請求することが

できるーただし‘この周介、そのf1uにそのむねを通知しその総会で説明する機会を与えな

2、理 ιJ;は‘I1IiIJ'iの}JU入を1(<.認したときは、そのむねを}JU人有に通知して.出資第一同

の支払をさせた後、組合D名簿に紀載するものとする。

(iI¥i1一口の令官民および限度)

あ 卜三条 1 l\ì1 --rl の金額;ま ~TL姶円とし、その全額を払込まなければならない。

ど 組合W;1， その Ij\ ì1 n 数を 'I( Xf年度の終りにおける組合の附1I\ì1 n~の問分の一以

lを超えてこれを持つことがIUAcないJ

211 : 1四条 1I¥i111数をJ1'1}JIIしようとする組合員については、，ifi条第 二項の則定をllt川す

包 l

( 幅~~~その他の，'Hliの閲覧)

~\ 1じ条 制l{";11 は{<of ll_'íでも判lf7の帳簿その他一切の，I~訂lの|晶|むを !W'J';に求める ことがで

211 -1 tL条 制 lf守 L1は.やむをえないI!j!白があるときは、 J'~ 'I(のJ氏訟をえて‘そのII¥i1lJ

:'fl.を減少することができる。

2、組合L1i;1， 211二 卜三条211てJ!iの規定によるけ¥i11J数を疋iえた比jfTに;;1，そのけ¥i111

~を担1011の総 I I\ì1 n 数の問分のーを屯jえない範囲まで減少しなけれ:まならないの

:1， ;:n-Jtjの場合には第二 |一六条.第二項の場合には?t'1".1八条の制定を'1'¥111する"

(1目illのr-;_lj-)

~ì -_ 1 六条 剥1{~Uがこの幸tl{~ を脱退しようとするとき芯ー その 下 xf イ1' 1旦ぷの九 I-U 前ま

でに、そのむね埋 'I~ に Í' ~'i しなければならない。

(制lfiUの除名J，l/I';)

第二イ七条 IX.の各~-;.の ーに当たる組合員は、第十三条の則正によりこれを除名すること

ができる。このばあいsIドドは、総会の会日より五目前までに.その制ifillにたいしそのむね

を通知し、かっその総会において弁明する機会を与えなければならない。

一.一年以上組合の施設を全く利則しないとき。

二.出資の払込、過怠金の納付、供給物資の代金または利川料などの支払をおこたり、

ければならない，

きる‘

(，:記iR縦および選挙権)

お|八条 制l~llは、 IImrl~の多少にかかわらず、総会において作 例の滋決権および

選併縦をイlーする。

(代 1111~高決)

~\ 1九条 組合L1は f~ .f! I! 人によってi議決権および選挙結:を iT うことができるω

(供給物資の代金文払)

第二十条 制l0L1は、組合より供給されたものを受取るといl叫に、その代金を文払わなく

てはならない。

2，組合口は.その注文した物の見積代金の主部または一郎の前納を理事より請求され

たときは、これを支払わなくてはならない。

(.没備の利tfl)

第二 卜一条 組合負は、設備の利用にたいし.そのつど平'1m料を支払わなくてはならな

sv.告をうけてもその縫務をはたさないとき。

。、
L
 

三、この組合において供給する物品を.供給の目的に反して処分したとき。

凶.組合の事業を妨げる行為をしたとき。

五、法令またはこの組合の定次もしくは規約に造反し、その他組合の(.jlllを失わせるよ

うな行為をしたとき。

2、組合nの除名を議決したときは、その埋凶を叩!らかにした乃r(Jiをもって、これをそ

2，組合口が利用施E没を利用中に設備を伺{拐し、または点火したときはl!j!'llが定めた弁

償金を文仏わなければならない。

:1、弁償金は、l!1!'f¥が弁償の請求をなした日より二週n:J以内に、これを支払わなければ

ならない。

の組合i.lに通知しなく てはならない。

(出資払戻のJ，J;fI~ )

第二十八条 脱illした組合口にたいする出資の払戻は庄のJ，l;'V!による。

宮尾5童 同潤会代宮山アパートにおける住環境直宮 -265- 第 5量 同週金代官山アパートにおける住環境遇宮 -266-

;;: 



一‘任怠脱退のばあいの出資払戻{立、その払込済出資額

一、除名による脱退のばあいの出資払戻は、その支払済出資額の半額以内

こ.死亡または地峡外転居その他総会でやむをえないものと認める理由により脱退した

lまあいのw汽の払戻は、その支払済出資制

>lWq，;? 総会

(総会の?i!m
ID ~. 1九条 陛下は師事業年度 4恒l四月に通常総会をtilliするものとする。

L， j!~'HはJëの場合臨時総会をfHlミする。

一.組合Llより第卜五条の規定による芯闘を!'M1¥に1:;¥出して総会のG集を論

ぶしたときa

、制[(;11より第十六条の規定による役員の解任を前求したとき a

その他!'M'ドが必~と認めたとき，

:~， ~;;~ ' J~は占の比j合臨時総会を Ulliする。

、r'J!'J'の服務を1iう.{j'がないとき‘およひ(.(111τJ.がliijrJi第一月または第 :ηの請求があ

つでも iI吋な)11'111がないのにw長の手続をとらないとき。

. ~;:i 白 J 'IJ( f!，f yfiの状況または業務の執行について、ギiIの.r:，i.あることを発見した場介に

おいて‘これを総会に報竹する必裂を認めたとき。

l 、 1';:11 がiI、'í な PJ! ill がないのに総会を召集しないときな、~} で|九条m て rtiの制定を

¥I，IIJする、

(総会 IJ~ ;1'の:!:if'l')

~'\ : 1条 総会はー徒:組合員の一一分の一以上が出席しなければ開会することができない，

L， lìílμriに規定する組合員のtf P，?;がないときは、 1~1 'J~;立一 J JJ以内にさらに総会を(!!t 

したけれJまならない。この場合にはliijrJjの規定にかかわらずHIII品しと組合委(1をもって開会

することができる。

第二卜ー条 総会のよ昂 'J\ は、 :Hl，~~した組合員の議決権の過 J' 数でこれを i)~ l， IITず印iJ;'.(の

とき;ま泌民のi)とするところによる。ただし、在の事項については制作ilの l'数以上がII¥ !，~I; 

し、その」分のこ以上の同怠あることが必要である。

、iE.iJ:の変!t

ー二 、)1~ιJ~、院!J\の選任

三.組合員の除名

凶.組合の合併または解散

(総会の通知)

?J)三 卜二条 総会の仔集は.少なくとも五日市iまでに会議の日的である'j¥rtl、H時および

耳Hifrを，te，1査し、白!.Iミ省がこれにt}名した;Ii而で組合nにi泊先lしなけれ[まならない。

2、総会においては、前項の規定によってあらかじめ通知した事項のほか議決すること

ができない。ただし、急、を~する軽微な 'JHíiについてはかならずしもこの規定によらない。

(議長の選任)

!A:;:::卜竺条 総会の議長は‘総会にlfH宿した組合口のなかからそのつどこれを互選する。

(代J!M決議)

第 5量 同潤会代宮山アパートにおける住環境運宮 -267-

第三十四条 この組合の組合員または組合員と同一世帯にぞくするものでなければ、第十

九条の規定による代理人となることはできない。

2、組合員の代理人i立、十人以上の代理権を行使することができない。

3、組合員の家抜は.そのぞくする組合員以外の代型人となることはできない。

4、代理人は.代理権を証する書面を組合に差し出さなければならない。

(家族の発言権)

第三十五条 組合口と同 4 の|止fiFにぞくするものは.総会に間的，し、議長の許可をえて発

きすることができる。

(総会の議事録)

第三三 卜六条 総会の議事録は、議長が作成し、少なくとも/eに仰げる IJ-'項を記載し、議長

およびUIJ，市者の二人以上がこれに主名するものとする。

一、開会の日時および場所

二組合Dの総数およびそのfH席.{';数

-、議'j¥の1l!領

[凡l、議決したιJHJjおよび質汚の数

(総会の議決を旋する 'Ji瓜)

第三 卜七条 I.i.の'Jl!Slの決定については、総会の議決をへなければならない。

，i:i:主主の変!と。

二、組合の解散および0Ut。

三，flγJ;~lドr!:.の事業社闘のizt定および変9!.

間.収支予算。

Ii、出資一口の金搬のm鎖および減額。

六、借入金額のi品向限度。

七.-'J~;誌報告 ji 貸借対照表‘余剰l金処分業あるいはtil失処JlI!案内

八、 組合以の除名および役μの解任。

九、連合会への加入または脱巡。

f 、その他血~ーな 'JHJj .

2、総会についての制I{lH立、総会においてこれを定める。

第五話 役員および臓日

(役員の定数)

第三十八条 この組合に左の役員をおく.

一、理事三五人

二、監事三人

耳j! 'JHま理事長一人、専務埋τJ~一人、直常務理事 8 人.を互選する。

(役員の選挙)

第三十九条 役日は組合nの中から総会においてこれを~)悼する。

2、役目の全数が欠けたときは、組合員が総組合員の五分の ー以ヒのI"J必をえて役員選

挙のため総会召集委員会を組織し、総会を召集する，この委11会は委w主-:f，を選挙し、委

員長はこの委員会を代去する，
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3.前項の総会については、第三十条ないし第三十七条を準用する。

(埋下長および専務理事)

第四卜条 理事長は.組合の事務を総理し、組合を代表する。

2.理'j;長が事故あるときは、専務理事がこれにかわり、耳君事長および専務壊事ともに

が故あるときは、常務理事これにかわり、理事長、専務f!I!専におよび常務理事ともに事故あ

るときは.理事互選によりその一人がこれにかわる。

:3.専務.E!I!'J.;立、理事長を補佐し、組合の常務を執行する。

(JlI! 'J;会)

第四卜一条 型事会は、必要におうじ.理事長がこれを召集する。

2. f!I!守F会についての細則は、理事会がこれを定める.

(官;i'JO

お附|一条 院事;立、常に組合の事務執行の状況および財産を監貸しなければならない.

2 、~;~・J' は. niiJtiの監査の結果につき.少くとも毎・JI;t年度二同以上、f!I!'J，会に報告

し むよLを述べなければならない，

:l.昨ZfEについての細則[立、 W~ 'l-~がこれを定める。

(1，止11んの(f:則)

::riVLI 1二条 この組合の役日の任期は左のとおりとする。

. JlI!'JI 三年

二、航。J. .(ド

i1i1のf千jQli立、就任の日の惣日からこれを起算する.

2. ~fi欠のために選任された .(S.の任期は、その rìíj任者の妓任期間とするn

:3.役.t..lは. fljYJIi埼了後であっても.後任者の就任するまでは、そのflJ9Jを伸長する.

4 却下またな~i~ 'Jcが全員欠けた場合の任期は、その年度iまじめより起努して第 ー項の

j911::1とする。

(品目欠役μの選挙)

::riVLI卜開条 僻 flその他の事由によって理事または航可]~の定数の五分のーをこえる欠員を

もじたときは、 ・力月以内に臨時総会を召集して補欠選挙をしなければならない。

2 、総会でJlI! 'JI または~~}の解任を議決したときは、その総会でこれを補欠選挙するも

のとする。

(役μの給与)

第凶十五条 理事および監事には総会の議決によって給料報酬または貸与を支給すること

ができる。埋 'Jlおよび政事は.正当な理由がなくては併任することができない。

(顧問)

::ll四卜六条 組合は‘総会の議決によって学識経験のある者を顧問!とすることができる。

(委Ll制度)

第四|七条 この組合に経営委員若干人をおき.総会において組合員のうちからこれを選

任する。

2 、経営委員は、この組合の組織経営について理'J-~に怠見を述べ.事業の執行に協力し

なければならない.
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3.経営委員の任期は一年とする。

4、理事が必要と認めたときには、臨時委員をおくことができる。

(峨員)

第四十八条 この組合に.駿員若干人をおき.理事がこれを任免する。

2.躍を員の給料l立、峨員給与規定により、これを支給する。

3、蛾員給与規定は、辺事がこれを定める。

4、理事、監・jI『乱躍を員をJftねることは出来ない。

第六1;1. ~~業およびその執行

(百J.業年度)

第四十九条 この組合の :~Jl)長年度は、一ヶ年とし、毎年四[j一日に始り笠年三月三一日に

終るものとする。

(供給事業)

第fil'条 この組合の1rう供給'j;kにおいて供給するものは、次のとおりである。

'1 僻魚介類、，'j\*物‘ I)[J T水版物、漬物.調味料、ぷ料品、結決、燃料、制!1'îその他~.

~.と 1~2めたもの。

第fi1一条 .E!1l 'JIは、制l{~ [lの t桔~を調査し、またはその11 文により組合nに供給するも

のを ï'i人れ‘またはその材料を ï~入れてこれに加工もしくはや政する 」

2 、組合口に供給する物の代 filii;立、市f而を~準として里I!引がこれを;とめる。

(利111事業)

抗日|て条 この組合の行う平rl川事業における利IH胞設は、つぎのとおりである.

製粉.製パン.製麺. J~I"I浴場、その他必要と認めた範112 n

首lIil'τ三条 利用範設に対する利m料は、毎年総会において議決してた純凶内でf!I!'JIがこ

れを定める，

(生活文化官業)

::llTi卜四条 この組合の行う快活文化事業において生前文化の改持およびI;'J上をはかる胞

設は、次のとおりである。

生活文化の改汚および向上をはかるための減習会、 治1京会、凶 ~i宅.集会場、その他必

要と認めた飽設。

第冗十五条 生活文化事業は、組合員の家庭を基縫とし.かつ作縄文化路設その他と緊密

な述。絡のもとに生活文化を建設するものとする。

2、前項のための胞設の利用方法は.第二十ー条および第E十三条の規定を準用する。

(共済事業)

第五十六条 この組合で行う共済事業は.つぎのとおりである。

祝金、弔!低金.見舞金、その他総会が必要と認めたものω

第五卜七条 共済!J，;tを行うために、共済事業規定および共済予定に151なした組合員名簿

を作成するものとする。

2、共済IJI業規定の設定および変史は総会の議決をへるものとする凶

3、共済事業上見定には左の事項をE記載しなければならない。

一、共済の1[1額
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二.掛金および共済金に関する事項

三、共済基金に関する事項

四、共済事業に要する経費に関する事項

五.共済事故認定の委員会に関する事項

六、共済に関する組合員の縫利義務に関する事項

七、共済事業の会計に関する事項

八.その他必要な事項

4、共済をはかる事業の基金は.組合員より徴収した共済鋳金をもってこれにあてる.

ただし、総会の議決により余剰金の一部をもってこれにあてることができる。

五、fIIJJJjの共済基金は共済金として使用するのほか、他にこれを流用してはならない。

ただし.総会の議決をへたばあい芯このかぎりではない.

tJ、共済・1.業にl刻する収入支出i立、他の事業にl刻する会計と区分し.これを経思しなけ

ればならない。

?l¥ri卜八条 この組合の行う国民健康保険法による事業については、前条を11-mする.

(数行'1¥業)

おliI九条 この組合で行う教育下業は‘つぎのとおりである。

組合11および峨flの梢j'(生活協同組合についての知殺の向上を;まかるための議拘会、議

;~江公その他必'Il!と泌めたもの。

?l¥六卜条 教育'Iq~の維持{ま.教育~~;震のための繰越金その他をもってこれにあてる 。

(手l川順位の)，I;>'ltl)

;''1/， 1-一条 この組合の第五卜一条ないし第六十条の亨業の利mについて潟妥が多くある

JLjfTには.その利用順位の基準は、理事がこれを定める。

2.この組合は、当該行政rfの許可をえて、組合員外の在に第Il十条ないし第六十条に

したがいその‘J¥業を利附させることができる.

(事業執行の細則)

?l¥六卜三条 この組合の事業の執行について理事が必要と認めた事項については、理事が

t，IJWJを定めることができる。

第七tF 会社

(準備金)

第六十三条 この組合は.出資総額の二分の一以上の額に達するまで.毎事業年度の余剰

金の十分の一以上を準備金として樹立でなければならない。

2、過怠金および払戻をしない出資金は準備金に繰入れるものとする。

(教育事業資金)

第六十四条 この組合は、第二条第五号の教育事業のiJ(JIlにあてるため、毎事業年度の余

剰金の二十分の一以上を、教育事業資金として~lJt~長年度に繰舷さなければならない。

(その他の制立金など)

?l¥六卜尺条 この組合は、余f司令から準備金にfJ'l立てる金額および第二条第五号のために

繰起す金額を差し引き、なお残金があるときは.これを特別的立金.事業利用分i立に対する

宮尾5量 同潤会代宮山アパートにおける住環境運宮 -271-

割戻金、払込んだ出資額にたいする割戻金、役員貧与金、退践給与積立金その他の縁起金と

する。

(特別積立金)

第六十六条 特別積立金は.H!失のてん補にあてるばあいのほかこれを処分することがで

きない。他だし、総会の議決によって臨時の支出にあてることができる。

(退臓給与積立金)

第六十七条 第六十五条の規定による退職給与積立金は、退隙給与規定の定めるところに

より、これを積立てまたは処分するものとする。

2、退織給与焼定の設定および変更は総会の議決をへるものとする。

(余剰金の割戻方法)

第六十八条 事業の利用分量に対するaJl戻は、その事業年度1/:刊において組合員に供給した

物の数量.価悔その他組合口の事業の利用分量を参しゃくして、これをする。

2、払込んだ出資額に対するaJl戻は、事業年度の終りにおける組合員の払込済出資額に

応じて、これをするものとし.その率は年五分以内とする。

3、組合員に害IJ戻すべき余剰金の計算については、計f，(の基礎となる金額が、計算に不

f史な端数金額は、これを切捨てることができる。

(tl!失のてん補)

第六十九条 抑失の点、補はまず.特別積立金でこれにあて、次に準備金をこれにあてる。

(金融機関えの頑入)

第七卜条 準備金、各!il!W立金および余裕金は、総会の及，立をえた金継機関に預け入れる

ものとする。ただし.準備金および各紐積立金は.総会の議決をへて'J.~資金に運用するこ

とができる。

?l¥八条解散

(解散事由)

第七|一条 この組合は.左の事由によって解散する。

一、総会の議決

二.組合の合併

三、組合員が二十人未満に減じたとき

四.組合の破産

五、行政庁の解散命令

(清算人)

第七十二条 この組合が解散したときは、前条第二号および第凶号の場合をのぞき‘理事

がその清算人となる。ただし.総会の議決によって組合員の中よりこれを選任することがで

きる。

(解散組合の財産処分)

第七十三条 この組合が解散したばあいの払戻は、払込済出資額に応じてこれを算定す

る。ただし、その限度は払込済出資額とする。

2、残余の財産l立、この組合と同じ目的のために処分することができる。ただし、 その

処分の方法または他にこれを処分する場合は、総会の議決によるものとする。
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資料19: 代官山町会資料一覧

資料 タイトル 発行者 発行日 l枚数 出所 備考 形恕
番号

l 借家証書 |住宅営団東京支所昭和17年4月23目。|'2 
1
211号 復写

長

，、 敷金照証
住宅営団東京支所

昭和 17年」月23日 2 ~II号 複写
i長

3 感謝状 陸軍医学校長 平成19年11月18日 ，1 211号 複写一-

」 献血託 |陸軍医学校長 平成19年11月18日 2 211号 直写

:; (¥;'，守山町会第一五祖母草組台綴 昭和19年 1H1i 28号館 一時責有『

昭和2~年度組合役員専任に関
り L総会に代る純常会関税御依 居住者組合 昭和2~年3 F1 2'.l!表 浅利波子 一時資料

領の件

7 '¥;官山アパート央空電線新設 1&住者組合ι 昭和2~年3月。 浅利波 F 同上添付資料一時資料『
仁下電往々3霊場所略関 か市

日付はない

日 抗、)[11)iill 1;t; 総会~(，j;を1JJJi 生活協同組合 日目拘25年 l¥iW 浅町波子 が昭和2-1年 一時資料
度の事業報告

f 

がある

ー 向上添付資料
~ 111凶J~:; í! :r庄 ，).:1; ，汁副 生活協同組合 目円相'25年 l 浅利波子 か》 一時資料

I() 代日山1:7!~' 協同組合;E品: 生活協同組合 昭和25年 h 1 H& 浅利波子 一時資料

1 t ]!ïfl; ~ l{i::'ftiA問符 ー居住者組合 同和25年」月 16ιJ主主--む盟子 二監L
{~r\ ， I! アパF トメント居住者

R住者組合 lIij和25年 1月20日 l点!ii浅利;佳子 ー時資料
i1l{;;l!約(改正楽)

iI封印 ~:lW~組合巡営万針及び ー
11 居住吉組合 昭利20年~ fl~O 日 1 ，託事法記|波子 一時茸料

')i"l;，hd!i (実)

11 附It l::!.j~:::rJ，{収.:I<: HT-，t} (案) 居住吉総合 昭和25年」月20日 l去寝浅司法子 向上と耳友 一時資料

l三糊:?I{河 川報告 居住者組合 昭和25制月23日 l表現浅利波子 ニ盟L
東京郡知事安井誕 ー 260号/佐

1 ti :;:'と i'~lfJ許可 ~~ 昭和25年11月l日 l表直 一時資料
一日1; 竹語次郎

1 i 11:とrl!ilJ，許可必 東京都知事安井誠 BI{和。5年11月!日 2 :?-t号/τ FZ24 1 

一剖l -

jlT京IlIH!l築局企画 :?tiOt}/佐
lK {!ーと1:J.!IH料受似.!i 昭和25年 11月l日 l1oi 

銀 竹j民次郎

l付 H1'if1J:?tげj':r主役n選出の件 居住吉「組合 昭和26年3月91:1 1 28号館

レ;(七行司l(i'委n会(Ifll3臼)
居住者組合 昭和26年ーIflI3日 13 28号館

御報122

士l 組合報/鉄筋議会 居住者組合 昭和26年4月17日 11 28号館

~~ ~ IJ資払戻に関する作 生活協同組合 昭和26年4月18日 I¥l!表 28号館

2~ y;~ ~I回常任委員会を開きます i居住者組合 l昭和26年4月18日 '1 28号館

21 長只会開催のお知らせ 居住者組合 昭和26年4月22日 ，1 28号館

23 組合報 居住者組合 昭和26年4月22日 11表裏 28号館

:?u 附阜J25年度事業報告 居住者組合 昭和26制月25日 13 28号館

昭和26年。 26号館

昭和26年司 26号館

昭和26年」月26日 l 28号館

昭和叫月29日r.制 28f!-rui

昭和26年4月。日 1 28号館

司自和2仰月つ日 17蹴 28号館

勺7 代白山アパート号館耳'1宅地面 I ~
_' 陥計算書

ryo 代官山アパート号館百'1宅地分 q 

_" 誠価略兵

:?9 第3回委員会のお知らせ 居住者組合

30 組合報 l居住者組合

~1: l'fl法人化に閲する常会のお l31 :~~.~ " - ~ ~ '... . _， ~， ~ ... '" ""'" ~'''.J I底住者組合
知らせ

~2 1I:1'fl法人の定款忍草に当り 居住者組合

)0 住宅存分よ匝契約書
東京都知事安井誠

昭和26年5月l日 '1 26号館
一自1;
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東京都知事安井誠 I "n<_ ^^~_ ~ . ~ 
斜 l計算書 一郎 |昭和26年5月1日 11

一一一 l 東京都知事安井誠 ' "n<_ ^^~ ._ ~，_ 1 35 分譲物件引継書 1一郎 |昭和26年5月l日 11 

-← 1東京都知事安井誠 I "n~^^~ - ~._ 
3628号館連名簿 一郎 l昭和26年5月l日 11

東京都建築局企画 1
37 住宅分譲献金受領書 |昭和26年間 1日 12 

1課 |

宅地分譲賦金受領占(住宅敷 点京都建築局企画
38 昭和26年5月l目 。

地と倉庫敷地について) 課
東京都建築局企画 1

39 宅地分譲斌金受領沓 誤 昭和26牢5月l臼 ，1

東京都建築局企画
10 住宅分譲賦金受領号 線 昭和26年5月l日 3

東京都il!築局企画
11 住宅分譲賦金受領書 昭和26年5月l日 l

課

12 第一l回委員会のお知らせ 居住占組合 昭和26年5月38 I 

l友斑 28号館

この号からナ

ンパ'Jング始 一時資料

まる

一時資料

」ベージ綴じ 一時資料

一時資料

一時資料

時資料

時資斜

一時資料

'1，1 抱合報:¥'o，(i 居住吉複合 昭和26年5月 l臼

'.1-1 i'!l舟報:¥'0，7 同iit，';.組合 昭和26年5月-1日 1 -28号館

116 組合報:¥'0，8 I:r;'i主苦組合 昭和26年5月6日 昆吉正守百耳f!!l
I~i~旦歪且全三主知戸せ 一一 !抑制台 昭和26年5月7日 1 2同 ss
い7 地主J2[j年度定崩総会Blf.l状 居住者組合 昭和26年5月8日 1 28号館
一 一 一一
118__混合骨1:¥'0，9 I;!i{土古組合 昭和26年5月8日 1 28号館

I~ 税合嶺~o. I O 1~'i主音組合 昭和26年5月10日 1 28匂館

:'0 宮13回定期総会資科 医住者組合 昭和26年5月13日 1I冊 28号館

住宅分議及1吏m料改訂につい 東京都知事安井主主
昭和26年5月10日 l表現 28号館

て通知 郎

ユ2_i:W価終決定o_お自主主 J引土苫組合 盟主笠主主月JiB_ _1表裏 28号館

! '~宮山アパートメント居{干占
26号館佐開設秀 " 1必1叫 28号館

とLての当lI'!iの私見

ー1 i~ 'R"山 アパー トメン卜居住者
26号館佐膿凝秀 !昭和26年5月13日 2 28号館

としての当面の私見 1 

代官山アパートメント居住者 l 
2li f}似品'D，良品秀 |昭和26年5月18日 Il，'.i! 28けfiJj

としての私見 | 

主L各組選出新委員会合の御通知 1&住者組合 !昭和26年5月16臼 '1 28号忌

日 新プロック委員、新常任養只
の選出方法について 1居住者組合 |昭和26年5月16日 2 28号館

司 ブロ yク委員の選出について lod - ， _， "'---"'~"""'- _."... I居住者組合
/役員決定までの業務敏行 l 

笠 28号館ブロック委員決定 居住者組合

阻旧管理事務所前土管埋設の件居住者組合

~垂員会開催案内 居住者組合

62 委員会選挙結果 居住者組合

居住者組合

l

i

l

-

-

一
-
-
-
一

η

日
一
日
一日
一
日
一
日
一
臼

6

一8
「

7
4
「
-

-

一l
-?一

2
一?一

2

月

一月
一月
一月
一月
一
月

-O

E
o
z
o
一-O
一FO
一
FO

年
一
年
一年
一
年
一
年
一
年

6
=
o
一6
一6
-
6
一
6

ワ
幅
一。三今士フ臼
一n-L
一
つゐ

和
一
和

一和
一和
一和
一
和

昭
一
昭
一昭
一
昭
一昭
一
昭63 総会前の報告

円寺市正)/n山 !居住者組合
ドーー中間ーユース

医三期総会ご案内 |居住者組合

同 買取り申込について委員会開 l

に一億お知らせ 居住者組合

161 代官山アパートメント居住者にi合出納計算書昭和26日月分居住者組合 昭和2附月 l日 11 

(i8 通知/保証人の資路、共同住 東京師建察局企画
」三盟方 課資材係 昭和26年6月4日 l

:

ー
日

一日
一
日

4
一

5
{
l

ワ

-つ2
q

d

同門

一同月
一
円門

戸

D

一'D
一
-o

年

一年一

年

FO

丈
b
-
po

q
4

一つ-
-

q
G

和

一利
一
和

"
白
百
回
一
n臼

;

-
H
 

26号館 一時資料

126号館 一時資料

26号館 l以上 4書類 |一時資料
は一綴

211号室 |複写

211号室 復写

2-1号/ー
複写

本

2-1号/ー
|復写

不

260号/佐 1
一時資料

竹勝次郎

28号館 一時資料

一時資料

同 七と-t{誕 一時資料

一時資料

一時資料

一時資料

|一時資料

手書き回覧 |一時資料

28号館 | 
28号館

28号館

28号館

128号館

1手書き回覧 一時資料

手書き回覧 ー時資料

t一的資料

1手当き回覧 l 時資料

28号館手書き
l一時資料

|巨]覧 1

一時資料

28号館

28号館

28号館

128号館

一時資料
1
一時資料

弓ム
日函

28号館

28号館
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一~

69 組合報 居住者組合 昭和26年6月4日 1 28号館

70 組合報 居住者組合 昭和26年6月9日 1 28号館

子了一嘉81El委員会開催御通知 居住者組合 昭和26年6月17日 1 28号館

72 2::ぷ言トメン卜居住者居住者組合 昭和初年6月18日 l表裏 2m l一時資料

す百育 委 民 会 開 開 通 知 居住者組合 昭和26年間 19日 1 28号館 一雨前
28号館手書き 一一

7~ ~'I覧 居住者組合 昭和26年6月?日 1 28号館回覧 一時資料

75 -m合報 一一 居住省組合 昭和型空堕228 _!_ _~S-館一一一一ー一二堕蔚
I6'li¥10回献会f掘 削 疋一一石在扇否一一可両手6F!25日 I 28号館 一時扇

子71ftu剤 一←ー 居住者組合 昭和26年6月26日 1 28号館 一 時 期

78 各自1i~;{協議会両悩御通知 居住6組長F 昭和26年6月30日 1 28号館 一時資料

干百-';r;II["1安司会開催御i且且1 居住者組合 昭和26年6月30日 1 28号館 一時資料

80 {millアパートメント居住者居住6組合 昭和26年6月30日 1 28号館

相 l {ì l !l納Jトt1 11}~g~o包笠虫色 一 一一一一一一一一一一一一一一一一
L~ nn::nl)cu::"'71='!'70 1. 2求。

出I Jri/lH ，"羽/新;~占体の '1IM~持活i主行犯 Ef 昭和26年7月7日 裏 28 号~1"

R2 向覧 一一一一居住E組合 昭和26年7月8日 I ~8 -f}fifi 

明市河7守'(/'O'，intin料 (s{{和25 1-，..>_/).--U'.'.t!:oA 自~~ .~~~-:-.~~~t_:'.~i:~~j!，~~~ U1fHUL;) 居住者組口 昭和26年7月8日 1 28号館
iJ'llllli'現有珂l'i')

バl 岳~i会に於ける常宅分よ1<1骨守( h'iI主将組合 昭和26年7月12日 1 28号館
1'，校同illl1{:'iJ，'，joの経過報侍

R.， {UI覧/新設[Hi，ドド1m報告 居住町組合 昭和2沼年7月19日 o 0望号館

バti [11/覧 11i{上(，.総合

バ7 村l{ì 軒~ Jt!i11(，'組合

バK :1':. 1~ llll ~Li会叫催御通知 町{H'i'組合

ツE 記分，lã希ヨ.{~.准L~候同i&'決

H~ どにつき吾氏会澗冊目の御知ら 陪{主将組合

+ナ

竹o /'~ï:l l{îの i誌がJ[己:Jfについて 民(Et"i組合

iU"; ~ 1171\- l，.メント居住者 r，.;{主主f組合
村 tfì見H'J(新規約 í;f..~民)

代行tlJアパ ートメン卜居i1占
居住者組合

判l0出納計l?:苫昭和26年7月分

¥1:) ;'ll.W_!}委員会開催jJ!i)"j1 r.m 行組合

。t ÎJ~ ((j ('.!l 委員会!間程jJ!i知 陪住者組合

~.j 本組合の 'Jl務所新兵について 届住者組合

9Ji [司覧 居住吉一組合

í~f:l・山アパートメント居住者
~7 居住省組合

組合規約(新鋭約草案)

!日管理所住宅問題について釈
98 和回雄太郎

ilfJ 
旧管理所住宅に就て組合の皆

99 和国雄太郎
さんへ

100第 17回委員会開催i晶知 居住省組合

而1-1臨時総会案内状 居住省組合

(新鋭約草案) {~官山アパー
102 府住者組合

トメン卜居住者組合規約

10:; 委u.会報告 (9月5日) )8住者組合

10，1第 18回委員会開催通知 居住者組合

10二緊急お願いの件二つ 居住者組合

í~lミ'山アパートメント居住者
10G 組合(当分の間の名称)規約 居住者組合

(9月10口総会で確定)

昭和26年7月9日
昭和26年7月9日

28号館

日目和26年7月17日 1 28号館

昭和26年7月。 1表'J! 28号館

昭和26年7月。 ー1i<;iJ 28匂館

JE和26年7月31日 1 28号館

|昭和26年8月7日 1 28号館

昭和26年8月24日 1 28号館

昭和26年8月26日 l表裏 28号館

昭和26年8月28日 1 28号館

L一一一一一一一

|昭和26年8月。 1表裏 ~8号館

昭和26年8月。 1 28号館

|昭和26年8月28臼 1 28号館

昭和26年9月2日 1 28号館

昭和26年9月2日 1 28号館

1昭和26年9月2日 5表裏 28号館

昭和26年9月5日 1 28号館

昭和26年9月7日 1 28号館

昭和26年9月9日 1 28号館

，2表裏 28号館

第 5章同潤会代官山アパートにおける住環境運宮

107組合費領収証 第 18組徴収責任者|昭和26年9月 1 28号館 |一時資料

108防火責任者選人変更届 居住者組合 昭和26年。 1 28号館 未記入 一時資料

昭和 26年度上半期の事業と
109会計の報告について |居住者組合 昭和26年10月15日 15 親隣会 !複写綴じ

東京都逮築局企画 2~号/二 昭和.32年分まi
110 旧営団住宅分譲賦金受領書 昭和26年 11月27日 10 :~ u - ::-:'""~~"- I 再I写

課 不 で 1
組合員各位/1月20日常任委員

111 A 居住者組合 日日制27年l月22日 1i<'JJ 28号館 !一時資料
E 

-ー一一一一一ー一一ー一一一ーーーー←一一一一一一-
組合員各位/26年度下半期予 F 

112 居住者組合 昭和27年1月25日 2 28号館 一時資料
rI:~ 

II:l 一応予貨を編成しま した

119 説委託の改選について

12ユ緊急 II

l'2t) 常任委只各位

l'2iお知らせ/保育諸問題等

12R プロック委只決定の作

129 椛合のお知らせ

居住者組合

JI!i住者組合

居住者組合

居住者組合

居住者組合

第 18組組委D.

居住者組合

昭和27年l月。 l表溢 28号館
半分に切り取

一時資料
られている

昭和27年3月l日 I ~8号館 一時資料

昭和27年3月3日 l表現 28号館 一時資料

昭和27年3月10日 l 

昭和27年3月1.1日 l 

昭和27年3月21日 l 

お号館 ー時資料

2骨号館 -~i資料

2翌日語会 復写綴じ

(j回によ

昭和'27年3月'2~日 2 28号館 る手書き/28一時資料

弓館I旬け

昭和27{芋3Fl29日 1 2自号館 一時資料

昭和27if.3月'26日( 2~号館 一時資料

昭和27年」月29日 1 28号館 一時資料

昭事1'27年3月3日 1"，¥u 28号館 一時資料

昭和27年5月'25日 l 政事会

昭和27年6月17日 1 28号館

昭和27年6月」日 1 28号館

昭和27年3月31日 1 28号館

昭和27年6月218 1 28号館

昭和27年6月218 1&ω '28号館

俊平綴じ

一時資料

時資料

時資料

l一時資料

一時資料

J:~lJ柏木ポンプ舷捌断水について組合修理但当玉木附和27年6月 26 日 l表1l! 28号館 一崎資料

お知らせ/Iii!設水道ポンプ政
131 ;; 居住者組合 !昭和27年6月30日 1 28号館 l一時資料

132ポ ン プ 修 理諸問Iに関 し 組合修理担当玉水 ;昭 和 昨 叩 日 l制 28号館 1一時資料

133 ポンプ修理の決定 居住者組合 白昭和27年7月5日 1 28号館 4一時資料

深井戸ポンプ修理施てにつき ム + 
13.1 '':::::'... ~~::， ~ "~::'~ .':"'''' _，. ~ 1&住者組 昭和27年7月13日 1 28号館 一時資料

委員会関根のお知らせ ロ 1 

ー深井戸ポンプ修理費金33万8百 A 
13:; 府住者組 昭和27年7月 I~ 日 1 28号館 一時資料

5十円に決る 口

136委員会開催のお知らせ 居住吉組合 昭和27年7月19日 1 28号館 ー時資料

日37 程合員各住 居住者組合 昭和27年7月'22日 1 28号館 ー時資料

1138 さ与問題其他監要項目に就て屑住者組合 崎和27年 間 旧 1 28号館 一時資料
一一委員会開催のお知らせ

139 組合報 居住者組合 昭和27年8月3日 1 28号館 一時資料

ポンプ給水期の手i主いについ
1.10 居住者組合 昭和27年8月7日 1 28号館

てお知らせ
ー時資料

ポンプ修l'I1の促進について交 常任委員施設担当 1
1-11 ::~::，，~，~:-~.:~~~，::'.':" -'V' '--̂ 昭和27年8月9日 1 28号館

!!J)の経過のお知らせ |玉水
|一時資料
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142お知らせ 居住者組合

l ~3 組合資諸求占 居住者祖合

14-1組合下}I:其il!l9月l日委員会決 居住者組合

昭和27年8月29日 l 

昭和27年8月30日 2 

28号館

現隣会

昭和27年9月5日 l表裏 28号館

定事項のお知らせ
1-1すτ7吉岡管 居住者組合 昭和27年9月7日 1 28号館

市百五t.:Jtt 居住者組合 昭和27年10月l日 l制 28号館

五「 涌 晶玉貸契約について通知制部也則 昭和27年10月3日 ~ 28'5箆
1-18 iJ)!iらせ 一一一雇在著亙否一 昭和27年10月15日 1 28号館 一時資料

日臼 お 知日 J居留j尚一一ー盟J'O主主1旦旦3qEL---2Ff号館一 一一一一一二墜さL
150 都共lfI水道怜の移管と街灯の居住者組合 昭和27年11月8日 1 28号m'l 一時資料

?担!'![!)W，等に枕主一一一一一一一一一一
1;;1制l合報 民住者視金一一一 昭和27年11月13日 1i!<¥IJ 28号館 一時資料

I司t書草lに添
152 2品y}ftH':Ifltr-.託貸料 居住者組合 昭和27年11月13日 1 28号館 1-1一時資料

l二iぺr.，.tllアパート 〈ント居住者 M住者~~色合
:rlt (i I !I ~的J慌た

I ~ 1刊L{湘 一一一一位互祖乞

I .~コ寺!l~央約に!問:.. "t;H会開依空軍 肘il者椛合
III ，~せ

I.ili税行桝.l '~Hl:者組合
1.‘'1;'(.，. I 1 ア'←ト t~地契約問題

にJZて 存 ~jtmJJ 鮎仏lを聴く
/，~住者祖台

'!Y{!.t!!契約11¥1姐に就き吾lJ.会開I ;;~ .g .... ..:;. J<..:.1.-JI"I .. ..!l . _ ~ "l. <..，; ，..，)r-<<， ......PT' J，I} {主昇進合
司、 J):; ~ らせ

年'l;t2t，'¥j ~'也の刊 L(ì 吾川会と部へ
l市 ， 防住者組合

くど;-::iL_た f.t:~~Fj'

¥YG11'W{:t!!契約mll'!iJlお先jI:
ltit) 寸 '...) lJ}{主S組合

fIl合:ム/散抱iW(I1itIを合

l りl じ)について都と交渉した長 居住吉組合

柊処'l;'i"

.t'r¥山科けnnゆlの敬地!Wの
民住吉組合

i;~ . .t: !..~ ~ l らせ

'1;':";山アパー ト敷地契約につ
Iti:1 _'~:."" .... . . :.. ~:.::::::- o ， . _ - /，iifl:-/:r'組合

き都へlj!m.l;:拠出のi牛
I ti I ;;AiJらせ 応住者組合

!tHtllアパー ト上地分譲価格
1 1) ・ ~~U..". . . ~~，，-，，_. " 1.>ir工S組合

新役以の選出決定について/
ltiti 厨住者組合

ほか

li)i附利27年度収入支出決算書 居住者組合

28巧nH

昭和28年l月1;;日 uえ誕 28号Iifi

昭和28年l月2.1日 1') I'史議会

昭利28年2月2日 l 氏出 28号館

昭和28年2月19日 ') t:型建会

昭和28年2月27日 2 副議会

昭拘28年3月トl臼 2 li1議会

昭和28年3月30日 l表面 2自号鉛

昭和28年ーl月4日 1 2府号館

昭和28年4月9B 1 友~ 28号館

昭和28年4月9日 1 28号鉛

昭和28年1月I-IB 1 28号館

8B拘28年4月 I ~ 日 28号館

弘たちの考え万は間違ってい 25. O. I号館
l “8 昭和28年4月18日 2 ~見隣会

るのでしょうカ 有志

新役員仕事分帯決定について A 

11沿 居住者組 l昭和28年4月27日 1 28号館/ほか 口

常任長只会及委tJ.会開催御遇 A 170 _: ..__ .~ - - ~ >~_ .. .....-- Il住者組υ 昭和28年5月20日 1 28号館
見1

171 組合桜 居住者組合 昭和28年5月25日 l表笈 28号館

17主主会向 居住吉祖合 昭和28年5月26日 l表lU 28号館

17:1 U{;ftI28年3tlの会計報告 肘住者組合 昭和28年5月31日 1 28県知

東京都注築局総務
171お知らせ/管恩人の急逝の件 昭和28年6月9日 1 28号館

部企画課

東京都途築局総務
!万お知らせ/新管理人の件 昭和28年6月18日 1 28号館

郎企画課

17り委i(会開催御通知 居住者組合 昭和28年7月18ロ I表裂 28耳語

第5宜 同潤幸代官山アパートにおける住環境運宮

177組合報 |居住者組合 |昭和2何 月31Bt表裏 28号館 一時資料

178組合報 居住者組合 昭和28年10月22日 表裏 28号館 一時資料

179 I月賦金督促状 I ~京都建築局総務 l。昭和29年7月 2 1 日 葉書1 26ll_~/佐
企画課 竹藤次郎

180，本組合の事務所新設について ( l昭和29年8月26日 11 28号館 l一時資料

現隣会2会9則年案I
181回覧 |居住者組合 昭和29年10月96 5 28号館

(昭和
10月3臼)を 時資料

含む 1 

182至急回覧 居住者組合 昭和29年10月28日 2表裏 28号館 一時資料

183火災予防運動の実施について 渋谷消防署長 昭拘29年11月25日 l 28号館 一時資料

18-1昭和30年第8号 1親隣会 1昭和30年7月2-1日 l 28号館 一時資料

固定資産税の課税に対する問

|昭和30年8月9日18o wiにつき常任委員会開催のお 親隣会 l誕友 28号館 一時資料

H|HR8 71 5EdH1 和和ら33せ00 f年l'第9弓 続隣会 昭和30年9月」日 1Ji!.& 28号館 一時資料

第10号 税隣会 昭和30年9月12日 l 28号館 一時資料

188 8自府130午第11号 続~会 昭和30年9月20日 l 28号館 一時資料

189 8i!ft!30年第12月 続隣会 昭拘30年9月24日 l 28号館 一時資料

190 8!!ft I 30年~1 1 3 月 親隣会 昭和30年9月29日 1 28号館
一一時時資資料料

l 

191製儀会会貨領収& 観隣会 昭和3?年 1 28号館

19。白 f
の』rfq

I報f号並びに長終日i貨払戻
l生活協同組合 昭和31年3月25日 l 28号館 一時資料

l 

1 93 同 '，ti1将校~ZSZに対し委員AE 

親隣会
開催の{午 l 

昭和31年」月l日 28号館

19.1附和31~，第2. 1号 親日正会 昭和31年4月18 28号館 一時資料

195 H{! ftl:llilo言125乃 親隣会 昭和31年4月11日 2 28号館 l一時資料

19り 81!ftl引 年第27tj 現隣会 昭和31年4月25日 l 28号館 l一時資料

l甘7昭和31年第28号 観隣会 昭和31年4月30臼 l 28号館 l一時資料

198附布131<手第29号 観隣会
l 
昭和31年5月19日 l迩去 28号館 一時資料

199 8丹和31if第30号 親隣会 1昭和31年6丹6日 lll!t< 28号館 一時資料
200日{!和:11年第31号 親隣会 昭和31年6月19日 1'&去 28号館 一時資料

201 消和3111'第33弓 親隣会 |昭和31年7月31日 l寝去 28号館 1一時資料

202延滞低金通知
東京邸建築局企南

昭和31年8月8日
品t

手紙I
260号/佐

竹議次郎
一時資料

20:; :u営団住七分議以金受領占
1東京都建築局企画 |

日目拘31年8月88 」
21，0号/佐

一時資料
課 ?で譲次郎

20~ 滞納賦金延滞利子通知事
i東京都建築局企画 l

昭和31年8月8日
隷

260号/佐 以上3書事i. | 
|一時資料

竹担次郎 同H

203州 都旧営団住宅分議申説議 |東諜京都建築局企画

I

| 共同分譲のた|l町民 260号/佐 めの申 gn~/ 一時資料
線紙2 竹担次郎

未記入 1 

206 
内 *京儲旧営団住宅分譲焼却j及 |l東京都

施行細且11 1
1湖沼号館

207昭和31年第34号 現隣会 18B利31年8月18日 '1誕表 28号館 一時資料
208 8白和31年第35号 綬隣会 1昭和31年8月24日 l 28号舘 一時資料
209昭和31年第37号 寸規隣会 昭和31年9月7日 28号館 一時資料

210氷川神社祭礼に曳太銭新調主，
親隣会

祭典諮出資計野:報告 ! l昭和31年9月20日 l裏表 28号館 |一跨資料

211 8自利33年3月文収入支払計算書1綬隣会 昭和33年3月31臼 l 28号館
1
一時資料

212赤十字社民地強運動鐘意書 |綬隣会 昭和33年4月 l裏表 28号館 一時資料

さあ " 大帰除の日が来ま し 1

213たー一家そろって大向除をい 東京郡清締局 昭和33年4月 l 28号館 一時資料

たしましょう
2 1 ~ 昭和33年第 1 号 綬隣会 |昭和33年6月25日 l 28号館 一時資料
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一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一I

215委員会開会の件 親隣会 昭和33年6月26日 l

24  蚊 駆除対策殺虫剤使用 |東京都渋谷区役所 |昭和33iF? 

217 1昭和33年第2号 l観隣会 i昭和33年6月30日

2181常任委員改選の委員会の件 |規隣会 l昭和33年7月8日

219昭和33年第3号 |親隣会 {昭和33年7月IO日

220 昭和33年第4号 線隣会 l昭和33年7月19日

221 IlIlTフス汚持方限値渋谷区保健所長 昭和33年6月
のお知らせ

222昭和33年5月分収入支払mr.昌殿隣会 昭和33年5月31日 1 
22:l節水のお願い 東京都水道局 昭和33年6月20日，I

昭和33年6.7. 8月分収入支
22-1 続隣会

払計算.l.'

225 28巧館、ヨ搭去 28号館

22u 決議占 28号館

豆E互主!，，]flf1 ___.A墜全
22R 昭和~I fド抗l号 線隣会

229 fl{1和 Ilfド!.i"1:!)} 縦隣会

2:;0 D{i和-11fl' ~;3 号 線隣会

2:11 lJ{iltl Ilfドti1.1¥-}税隣会

232 り外/，1ト報 製隣会

2:U n{{flfll{j匹:; _A墜全
2山日目和一I l fド ~1 (j り 綬隣会

2:1ろ B{{向1.11可抗7け 観隣会

2川 Hii~I.l l f"'，，8:; 視隣会

昭和33年8月31目。 l

昭和37年4月より昭如

和~9年9月まで 吋

昭和48年9月30日 綴

昭和41年l月12日 '1 

88拘41年l月27日 2

昭和41年2月l日 '1 

l昭和41年2月27日 1I 

昭和41年3月14日 l 

昭和-11年3月21日

昭和41年4月7日

昭和41年4月8日

昭和4 1 年4月 2~ 日 l 

不明

28号館

28号館
刊
一
主
均
一明
適
切

一
切
適
切
一
切

1 28号館 j 

1 28号館 l 

哩五三盟堕
1 28号館

28号館

28号舘

28号館

28号館

28号館

28号舘

浅利波子

浅利波子

浅利波子

浅利法子

浅利波子

浅利波干

浅利波子

;見和Ji宝子
浅利波子

2:)I ilQ以必 28号館 一時資料

一時資料

八幡む工掠式会社昭和41年 ・3

238 鎖UJ，ヱ
日本赤十字者東京

昭和41年5月29日 1 28号館
市支部

渋谷氷川神社務所
昭和41年7月7円 ! 1 28号館

復興ポ賛会
一時資料2:f9 似以J正

f 

2-10 ilu収"，E
2 11 IWi和 II fl 冒~9-~}

2-12 D{! Itl ~ 1 年第 1 0 l'i

2I:l Bii和41年第II-!.i

51- 1 昭和~ I 年第12巧
2-15 D{!有141年第13号

2-IG 昭和-11年第 1，1号
2~7 昭利4 1年第 1 5号

2吋 柑拘41年第16号

2~9 昭和~ I 年第17号

250昭和41年第18号

2る l 昭和~I年第2ゆ号

)]出

綬隣会

綬隣会

1綬隣会

亙墜全
綬隣会

綬隣会

親隣会

!綬隣会

税隣会

鋭隣会

税隣会

252昭如41年第21号 |観隣会

253 昭和41年第22号

25.1 昭和 12年第l号

255昭和42年第2号

25凸昭 和-13年5号

257昭和43年10号

258 昭和43年 11号

259 号外/Jト報

規隣会

親隣会

親隣会

i綬隣会

観隣会

綬隣会

綬隣会

昭和41年2月21日 ，1 

昭和41年6月7日 11 

l 昭和41年6月24日 l 

l昭和41年7月26日 11 

昭和41年8月8日 ，1 

昭和41年8月12日 l 

i昭和41年8月25日

昭和41年9月12日

I昭和41年9月208 1 

昭和41年IO月16日11

l昭和41年 I1月8日 11 

1昭和41年 II月23日1I

1昭和例年121119日 11

1II5宣 同郡金代宮山アパートにおける住環頃運営

28号館

浅利i庄子
浅利法子

浅利波子

浅利法子

浅利iI'i子

浅利波子

浅利波子

浅利波子 i 

浅利波子

宣型笠主」
i~利波子

叩
一明
一明
一
盟
諸
一
報
一
明
一
誠
一
明

tf主利波子

浅利波子

浅利波子

浅利波子

iHlJ波干

浅利波子

浅利波子

260昭和43年 12号 親隣会 1昭和43年7月10日 2 浅利波子 一時資料
261 昭和43年13号 観隣会 昭和43年7月24日 l ，i:皇帝l波子 時資料
262 昭和~3年 14号 親隣会 昭和43年8月7日 浅利波子 一時資料

263 浄化情用地所有者の方に 22号館代表浅利寿 昭和~2年8月 10 日 l ，26号館 一時資料
造

26~ お知らせ 22号館代表浅利寿l昭和43年4月16日 l 26号館 一時資料
3聾

265昭和43年15号 綬隣会 昭和43年9月10日 l 浅利減子 一時資料

266昭和43年 16号 観隣会 昭和43年9月25日 l 浅利波子 時資料

267 号外/計報 現隣会 昭和43年9月26日 l 浅利法子 時資料

268 昭和~3年 17号 観隣会 昭和43年9月30日 l 浅利波 F 一時資料

269昭和45年第l弓 親隣会 昭和45年l月24日 2 26号館 時資料

270 要望書 2ツ6エ号館代表尾崎タ 昭和45年9月2.1日 26号館 釘筒入手書き 一時資料
JH員

封筒入手書き

奇蹟/以上2
271 要望書に対する回答 渋谷校務事務所長昭和45年12月1日 3 :W~ 1!!1 占頭、一連の一時資料

税金問題に関

ト一一一
して

272 i!'ii'il-，町会i止合会規約 渋谷氏町会迎合会昭和~7年7月 1 7 日 l i長府li皮下 一時資料

その他.ホン

27:; 111 '1'持F苛の譲渡!日l組の解決 手"回雄太郎 昭和-17年7月26日 l ;主利波下 7~置などの共 一時資料

有地について

布図から浅利

271 Ttl;きll，正 和問雄太郎 昭和~7年8月 .、3 i~k1JJ'{ (_ Jさの手紙(伺 一時資料
l"'.{ ，- J:書顕ととも

に同封)

団地樹木の手入れについては

27，i X誌の時季の再検討を切望す 和田雄太郎 昭和48年11月23日 l i主F司法子 一時資料

る
一一一ー

侠浜国立大学工学

2itI凋1tご協JJのお願い 部建築学科野村述昭和49年 ;見和li虫F 一時資料

築計画研究室

2つ7税隣会共有財産目録 浅利法子 1昭和.j9年12月28 1 iJHlli世「 浅利氏の手8一時資料
さ

2一iR 中IJ.:が組合宛ポンプ査を貰い 和田正佐太郎 l昭和50年5月2日 浅利桜子 一時資料
たいと申出の書簡

279昭和50年第15号 代富山視隣会 昭和50年10月13日 l 浅利波子 一時資料
280昭和51年第2号 代官山鰻隣会 l昭和51年2月12日 l 浅利波子 時資料

1281昭如55年1号 綬隣会 |昭和55年1月9日 l 浅利法子 時資料
282昭和5;)年2号 続税会 l昭和55年1月9日 浅利法子 一時資料

~昭和55年3号 観隣会 1昭和''''年加4日 l 浅利波子 一時資料

28.1昭和""年4号 観隣会 昭和55年3月19日 l 浅利波子 時資料

285昭和56年5号 観隣会 1昭和""年4月9日 浅利波子 時資料

28日 号外/昭和54年度下半期会計 銀隣会 l昭和""年4月22日 l 浅利波子 一時資料
一一 収支報告

駐車易問題に
287 号外 鋭隣会 |昭和""年7月11日 l 浅利波チ ついての訂正一時資料

とおわび

288昭和""年6号 規隣会 I B~和55年5月 7 日 2 Ij.主府j波子 一時資料

2H9昭和""年7号 税隣会 昭和""年5月15日 2 浅利法子 時資料

290昭和""年8号 貌隣会 昭和""年6月18日 I l i~府l波子 時資料

291 代官山製隣会所有不動産に!捌 寂隣会
l昭和""年6月18臼 Ul!去 1浅草'1桜子 昭附近和""年8号 一時資料

する取扱細目IJ(案)

292昭如55年9号 綬隣会 昭和55年7月9日 浅利波子 一時資料
29:!昭和55年 10号 続隣会 昭和55年7月28日 l 浅利波子 時資料
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「

306 Bs和υ111'8号 規隣会

昭和55年8月14日 11 
昭和55年9月5日 l 

昭和55年9月25日 il 
昭和55年9月28日 1 

1昭和55年9月30日 11 

浅利波子

浅利波子

浅利波子

塗担盗王」
浅利波子 l 

昭和55年10月2日 11 浅草l波子

昭和55年11月6日 l 浅利波子

昭和55年11月16日，1 浅草l波子

昭和55年12月15白 l 浅利法子

昭和61年7月28日 l 浅利波子

昭和61年8月29日 l 浅利波子

昭和61年9月10日 l 浅利法子

昭和61年10月68 1 
60年は61年

浅利波子
の間違い

:307 B{!和61年9号 観隣会 昭和61年11月148 1 浅利波子

:lO8 B{i和61年11号 親燐会 昭和61年12月26臼 l 浅利波子

309防火珍断の1!抱結果について綬隣会 昭和61年12月12日 l 浅利法子

:llO lilli卓合給木作新設工事図 田沼工務院 昭和32年8月23日 裏焼l 浅利i桂子

代官山アパート メント水道配 ， i~官山アパートメ:llO :_~:".-" . ， - • " . ~.，" I 昭和27年9月写
m~ ント居住者組合

E延焼1 28号館

以上2枚 F 代

「勺アパートメン卜各階平面及代富山アパートメ
:no "，，{t; ......L' ， .~..... ":::~ :+ -Y.~A 昭和27年9月写、L耐 ント居住者組ロ

富山アパート

且E焼1 28号館 28号館平面

図」封筒に伺

封
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